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令和８年第１回水上村議会定例会会議録（第１日） 

 

令和８年３月１０日 

午前１０時 開 会 

於     議  場 

１．議事日程 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定 

日程第 ３        諸般の報告及び施政方針説明 

日程第 ４        一般質問 

日程第 ５ 議案第 １号 水上村固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第 ６ 議案第 ２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第 ７ 議案第 ３号 水上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第 ４号 水上村介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第 ９ 議案第 ５号 水上村公園施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１０ 議案第 ６号 水上村工場等設置奨励条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１１ 議案第 ７号 水上村新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止す

る条例の制定について 

日程第１２ 議案第 ８号 水上村特定乳幼児通園支援事業の運営に関する基準を定

める条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ９号 財産の処分について（村有林） 

日程第１４ 議案第１０号 工事請負変更契約の締結について（陸上競技場用地造成

工事１工区） 

日程第１５ 議案第１１号 村道の廃止について（高城小学校線） 

日程第１６ 議案第１２号 村道の廃止について（小学校神揚線） 

日程第１７ 議案第１３号 村道の廃止について（覚井高城線） 

日程第１８ 議案第１４号 村道の認定について（小学校神揚線） 

日程第１９ 議案第１５号 村道の認定について（覚井馬場線） 

日程第２０ 議案第１６号 県営農業競争力強化農地整備事業に係る分担金額の決定
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について（諏訪溝・古屋谷溝） 

日程第２１ 議案第１７号 団体営農業農村整備事業（農業水路等長寿命化・防災減

災型）に係る受益者負担金額の決定について 

日程第２２ 議案第１８号 水上村辺地総合整備計画の変更について 

日程第２３ 議案第１９号 水上村過疎地域持続的発展計画の策定について 

日程第２４ 議案第２０号 水上村商工会員の借入資金に関する預託について 

日程第２５ 議案第２１号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号） 

日程第２６ 議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第２３号 令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

日程第２８ 議案第２４号 令和７年度水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２９ 議案第２５号 令和７年度水上村下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第３０ 議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算 

日程第３１ 議案第２７号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

日程第３２ 議案第２８号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（直診勘定）予

算 

日程第３３ 議案第２９号 令和８年度水上村介護保険特別会計予算 

日程第３４ 議案第３０号 令和８年度水上村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３５ 議案第３１号 令和８年度水上村簡易水道事業会計予算 

日程第３６ 議案第３２号 令和８年度水上村下水道事業会計予算 

日程第３７        議員派遣の件について 

日程第３８        継続審査申出書について 

 

２．出席議員は次のとおりである（８名） 

  １番 成 尾 和 英 君          ２番 杉 野 貴 文 君 

  ３番 小 川   恵 君          ４番 杉 野 久 志 君 

  ５番 山 崎 隆 浩 君          ６番 荒 嶽   晋 君 

  ７番 米 本 宗 徳 君          ８番 那 須 良 策 君 

 

３．欠席議員（０名） 

 

４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 
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 議会事務局長  江 崎 邦 臣 君   総務課課長補佐  加 藤   康 君 

 

５．地方自治法第１２１条第１項の規定により事件説明のため出席した者の職氏名（９名） 

 村    長  中 嶽 弘 継 君   教 育 長  原     崇 君 

 総 務 課 長  田 代 浩 章 君   会 計管理者  堤 田 江美子 君 

 保健福祉課長  西 本 克 幸 君   税務住民課長  堤 田 江美子 君 

 産業振興課長  田 代 浩 幸 君   建 設 課 長  信 國 俊 輔 君 

 教 育 課 長  幸 野 一 樹 君   地方創生推進課課長補佐  那 須 裕 平 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） おはようございます。 

全員おそろいでございます。令和８年第１回水上村議会定例会を開会します。 

これより会議を開きます。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（那須良策君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番、小川恵さん、４番、

杉野久志君を指名します。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（那須良策君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。会期につきましては、去る３月２日、議会運営委員会が開かれま

した。委員会の意向としましては、１０日から１８日までの９日間としたいという

意向でございました。したがいまして、本日より９日間と決定したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

会期は、本日より９日間と決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告及び施政方針説明 

○議長（那須良策君） 日程第３ 諸般の報告及び施政方針説明を行います。 

まず、私から報告を申し上げます。 

去る２月２０日、熊本テルサにおいて第７６回熊本県町村議会議長会定期総会が

開催されました。本総会では、令和６年度の歳入歳出決算認定、令和８年度の予算

審議が主なものであり、いずれも全会一致で承認、議決されました。 

議案では、要望書も議決されております。県議長会からは、「災害からの復旧・

復興と防災・減災対策の確立を求める要望」「議員のなり手不足対策及び議会への

多様な人材の参画に関する要望」の２点、球磨郡からは、「球磨地域公共交通網の

整備促進について」「球磨川における抜本的な治水対策の促進について」「雇用対

策について」「豪雨災害等から国土を守る治山事業及び森林整備の強化について」

の４点が盛り込まれております。 

私たち議会としては、これらの要望に対し、早期着手、早期回復を図っていただ
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くよう繰り返し要望していくことが重要でございます。議員各位におかれましては、

共通認識を持つためにも、後ほど事務局で資料等を御確認いただきたいと思います。 

また、本総会で示されました来年度の県議長会及び全国議長会研修等の予定表を

資料配付しておりますので、該当する研修等につきましては、議員各位、スケジュ

ールの調整をお願いいたします。 

さて、本日は、第１回定例会の告示がなされましたが、公私ともに御多忙の中、

全員御出席いただき誠にありがとうございます。 

本定例会では、令和８年度予算案を主体とする議案をはじめ、３２の議案がござ

います。新年度の一般会計予算案については、令和７年度に引き続き６０億円を超

えており、その内容も多種多様でございます。後もって予算編成に対する具体的な

説明を受けながら審議をいただくこととしておりますが、議員各位、慎重に御審議

いただきますようお願いいたしまして、私からの報告を終わります。 

次に、水上村長より諸般の報告及び施政方針説明の申し出があります。これを許

します。 

中嶽村長。 

○村長（中嶽弘継君） 皆様、おはようございます。 

本日は、令和８年第１回水上村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様方におかれましては時節柄大変お忙しい中に全員の御出席を賜りまして、議案の

御審議をいただきますことに、心より感謝を申し上げたいと思います。 

それでは、ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、諸般の報告を

２件申し上げまして、引き続き、令和８年度の施政方針及び当初予算編成方針につ

いて御説明を申し上げたいと思います。 

まずは水上村事業承継連携支援に関する協定締結式について御報告をいたします。

諸般の報告資料２ページを御覧いただければと思います。 

去る２月４日、本村役場におきまして、水上村、水上村商工会、株式会社日本政

策金融公庫八代支店、熊本県商工会連合会の４団体において、私と山崎商工会長、

それから、日本政策金融公庫の三宅八代支店長、それから、熊本県商工会連合会の

浦田専務理事の４名に、熊本県球磨地域振興局の田口局長を立会人として事業承継

連携支援に関する協定を締結いたしました。 

本協定は、村内の中小企業、小規模事業者の事業承継に関する支援を通して世代

を超えて持続的に発展していく事業所を増やすことで地域における経済活動や雇用

の維持拡大、そして、地域経済の活性に寄与することを目的に行ったものでござい

ます。今後、事業承継の啓発や支援、承継後のフォローアップに取り組んでまいり

たいと思っております。 
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２件目でございますが、球磨郡町村会による令和８年度管内主軸事業要望につい

て御報告いたします。 

去る２月９日から１０日にかけまして上京し、金子恭之国土交通大臣及び国土交

通省幹部、地元選出の国会議員事務所を回って要望を行って帰ってまいりました。

要旨は、道路事業の整備促進と球磨川における抜本的な治水対策の促進でございま

す。本村に関する事業につきましては、一般県道五木湯前線、並びに一般県道上椎

葉湯前線の社会資本整備総合交付金、それから村道石舟五本松線の社会資本整備総

合交付金、それから、村道橋梁の長寿命化修繕に係る道路メンテナンス事業補助金

について要望を申し上げたことを御報告いたします。 

また、２月１７日から１８日にかけまして実施いたしました本村の地域振興に関

する金子恭之国土交通大臣への水上村議会と水上村の合同要望につきましては、全

議員の皆様方の御参加をいただきまして、無事終了しましたこと、大変お世話にな

りました。金子大臣と国土交通省幹部の皆様にも水上村の切実なる声が届き、適切

な予算配分に繋がるものと存じます。この場をお借りいたしまして村議会議員の皆

様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

以上、諸般の報告を終わります。 

続きまして、令和８年度の施政方針及び当初予算編成方針について御説明を申し

上げたいと思います。 

右肩番号で④というのがございまして、施政方針があると思いますので、そちら

のほうを御覧いただければと思っております。 

本日、令和８年第１回水上村議会定例会の開会にあたり、新しい年度に臨む所信

の一端を述べますとともに、諸政策及び令和８年度予算の概要について御説明し、

議員の皆様並びに村民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

本年２月の内閣府月例経済報告では、「景気は、米国の通商政策の影響が残るも

のの、緩やかに回復している。」とされ、「先行きについては、雇用・所得環境の

改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待される。ただし、今後の

物価動向や米国の通商政策をめぐる動向などの景気を下押しするリスクに留意する

必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。」

とされております。 

国の地方財政対策では、物価高の中で、経済・物価動向等を適切に反映するとと

もに、社会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担の増等を歳出

に計上。地方団体が様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できる

よう、地方交付税等の一般財源総額について、水準超経費を除く交付団体ベースで

前年度を３.７兆円上回る６７.５兆円が確保されております。 
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また、地方交付税総額については、前年度を１.２兆円上回る２０.２兆円を確保

し、８年連続の増額で、２０兆円を超えるのは平成１３年以来２５年ぶりとなりま

す。引き続き、臨時財政対策債の発行額はゼロとし、交付税特別会計借入金の残高

縮減を進めるなど、地方財政の健全化が図られております。 

本村の財政状況につきましては、健全性を維持しているものの、社会保障関連経

費の増加傾向が続くことに加えて、物価高騰による物件費や工事請負費の増加が見

込まれる中で、村民生活に直結する重要な事業については、積極的かつ効果的に進

めていかなければなりません。 

令和８年度は「過疎地域持続的発展計画」後期５年がスタートします。初年度は、

スポーツ環境整備事業で４００メートルトラック競技場の本体整備工事がいよいよ

始まり、総事業費も１４億円を超える昨年度に続く巨大プロジェクトとなります。

また、企業会計では、湯山地区簡易水道整備事業なども計画しており、最優先課題

である令和２年７月豪雨災害、令和４年台風１４号災害からの復旧・復興、そして、

地方創生、少子化対策、農林水産業、商工業の振興対策等、引き続き、しっかりと

取り組んでまいります。 

令和８年度の当初予算は、一般会計６０億５,４００万円、特別会計、総額で７

億８,６１０万円、内訳といたしまして、国民健康保険特別会計（事業勘定）２億

７,３００万円、国民健康保険特別会計（直診勘定）９７０万円、介護保険特別会

計４億４,９５０万円、後期高齢者医療特別会計５,３９０万円、公営企業会計で予

算規模といたしまして、総額５億２,８５９万円、内訳といたしまして、簡易水道

事業会計３億１,２３４万円、下水道事業会計２億１,６２５万円、総額で７３億６,

８６９万円といたしました。 

一般会計予算の総額は、対前年より２,６００万円、比率にして０.４３％の減額

となりました。これは災害復旧事業費での３億３,２５０万円の減、スポーツ環境

整備事業費で１億４７０万円の増、さらに、ふるさと寄附金において１億円増の６

億円を見込むことによる積立金と関係経費の増が主な要因でございます。 

特別会計４会計につきましては、総額で７億８,６１０万円、前年度に比して１,

９６０万円、２.５６％増で予算計上いたしております。 

公営企業会計では、簡易水道事業会計において、対前年より１億４,５２４万円、

比率にして８６.９２％の増額となっておりますが、湯山地区の簡易水道建設費１

億４,８５０万円の増によるものでございます。 

下水道事業会計においては、対前年より４,１４８万円、比率にして１６.１％の

減となっておりますが、湯山地区農業集落排水管路布設事業３,４５０万円の減に

よるものでございます。 
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一般会計の歳入予算の構成比率につきましては、地方交付税２５.１５％、国庫

支出金２２.２０％、村債１４.６４％、村税などの自主財源は３２.７１％となっ

ております。 

一方、歳出予算の構成比率でございますが、総務費４９.５３％、民生費９.０

３％。公債費が７.８７％の順になっております。 

次に、各課の主な予算について申し上げます。 

まず、総務課関係でございますが、国が示す自治体ＤＸ推進計画に基づき、基幹

系システム１６業務の標準化を、令和７年度を目途に進めてまいりましたが、ベン

ダーにおいて、多数の自治体を同時並行で対応している関係から負荷が増大となり、

対応が困難な状況となっております。このため、令和８年度へ予算組替えを行い、

年度内に速やかに移行できるように引き続き、所管課と連携をしながら取り組んで

まいります。 

情報無線管理費におきましては、県道五木湯前線道路改良工事に伴い、川内五本

松にございます拡声子局の移設が必要となりますことから、本村において、移設場

所の調査及び移設工事に係る経費を予算計上し、工事完了後、熊本県より補償費と

して受け入れる予定でございます。 

また、消防団においては、年々団員の減少が顕著となっており、令和７年度で機

能別消防団員を含めた団員数が１１９名と、この１０年間で４６名も減少しており

ます。このため、４月から、団員の定員を２００名から１６０名に変更し、これま

で２分団１４班体制から、２分団５部体制に組織再編を行い、引き続き、団員はも

とより、機能別消防団員への加入促進、自主防災組織の育成・強化を図りながら消

防力の維持に努めてまいります。 

今定例会には、団員定員を変更する条例改正案を上程することとしておりますの

で、御審議方よろしくお願いいたします。 

次に、保健福祉課関係について申し上げます。 

民生費では、地域共生社会の実現を目指すための「地域福祉計画」及び「子ど

も・子育て支援事業計画」に沿って、令和７年度から５か年間の事業に取り組んで

おり、これに加え、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」や「障がい者計画」等

に基づき、社会福祉協議会や民間事業所、医療機関などと連携を図りながら、福祉

の増進に努め、引き続き「元気で輝くみずかみ」、「元気で笑顔あふれるみずかみ」

を目指してまいります。 

高齢者関係では、令和８年度が第１０期となる５か年間の高齢者に関する各種施

策の基本方針及び具体的な事業展開を図るための「高齢者福祉計画」と、介護保険

制度運営の基本方針となる各種サービスの目標量等を見込む「介護保険事業計画」
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の策定の年となるため、所要の予算を計上し、高齢者に関する保健、医療、福祉施

策を総合的に勘案し策定にあたってまいります。 

高齢化の進展に伴い、介護認定者は横ばい状況にあります、高齢になっても健康

で自立した生活を続けてもらうため、「住民主体による通いの場」への支援の継続

と、社会福祉協議会による「ふれあい会」などと連携した活動を推進するとともに、

「介護予防・日常生活支援総合事業」や「元気くらぶ」、「元気が出る学校」など、

引き続き介護予防を推進するための予算を計上し、令和８年度の新規事業としまし

て、旧湯山小学校において住民体力測定会を実施し、多様なサービスを充実させて

いくことで、効果的かつ効率的な支援を行い、健康寿命の延伸に努めてまいります。 

また、令和７年度から開始しました、老齢基礎年金収入のみで生活をされておら

れる非課税の高齢者に対し、物価高騰による家計負担を少しでも軽減するため、高

齢者生活支援給付事業を実施してまいります。 

高齢者等の緊急時対策として、看護師による定期的な安否確認などを行う「高齢

者安心ネットワークシステム」において、緊急通報のほか、室内温度と人の動きを

感知する機能を備えたシステムに更新し、また認知症対策としての「おかえりシー

ル」、緊急時に迅速な救命活動が行える「命のバトン」等の活用も進めながら、見

守り体制の充実を図り、新規に補聴器の購入補助を予算計上しながら、高齢者福祉

の増進に努めてまいります。 

さらに、熊本保健科学大学との包括連携協定に伴う事業として、認知症の当事者

やその家族、地域住民が気軽に集う場としての「認知症カフェ」の運営、令和５年

度と令和７年度に発足したコミュニティシェッドを通じた男性の社会的孤立・孤独

を防ぐ活動の支援にも継続して取り組んでまいります。 

今後も、要介護状態となっても住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供できる「地域包括ケアシステム」の構築を進めてまいります。 

児童福祉関係では、令和８年度の保育所入所予定者は、岩野保育所２２名、湯山

保育所１６名、広域入所６名で、合計４４名となります。保育所運営に加え、球磨

郡公立多良木病院に委託しております病児病後児保育事業「ほっと館」や保健セン

ターで行っております「子育て支援センターさくらっ子」につきましても、保護者

の幼児教育の場として、引き続き質の高い保育の提供に努め、併せて、母子手帳ア

プリ「みずかみさくらっこ」を利用しながら、乳幼児の予防接種等の管理を行って

いただき、村からのタイムリーな情報の発信にも努めてまいります。 

また、国の方針によります「子ども誰での通園制度」では、６か月から３歳未満

で保育所等に通っていない子どもを育てる家庭が、国が示す月１０時間までの利用
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枠の中で、就労時間を問わずに時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度を設け

ることとしております。 

子育て支援として、水上村に住む若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえ、

若い世代のニーズを実現するため、保育料の完全無償化及び出産祝金を継続し、安

心して結婚・出産・子育てのしやすい社会環境の充実に努めてまいります。また、

ひとり親家庭の医療費の全額助成や、妊婦のための支援給付事業などにより、引き

続き経済的支援を実施してまいります。 

次に、衛生費でございますが、保健衛生関係では、令和６年度から実施しており

ます集団検診等における基本健診や各種がん検診の個人負担の無償化を継続すると

ともに、人間ドック補助金では、国保加入者と後期高齢者に係る補助限度額を撤廃

することにより受診率を高め、早期発見、早期治療を促します。このほか、保健師

による保健指導や、各種予防接種により、感染防止と重症化防止に努めてまいりま

す。 

健康長寿の最大の阻害要因となる生活習慣病については、子どもの頃からの予防

が大切なことから、引き続き水上学園後期課程を対象とした思春期健康診査を実施

し、子ども自ら生活習慣病予防の大切さを理解させ、正しい生活習慣を身につけさ

せる取組を行ってまいります。 

また、多胎妊娠など高度医療が必要な妊産婦の受診に伴う交通費を助成すること

により、周産期の経済的負担を軽減し、併せまして、不妊治療を希望される夫婦に

対して引き続き治療費の補助と交通費を助成し、妊娠・出産を希望される方の支援

に努めてまいります。 

国民健康保険特別会計では、令和８年度から新たに子ども・子育て支援納付金分

を賦課することとなります。また、先に示されました熊本県国民健康保険運営方針

では、令和８年度までに国民健康保険税の算定方式を熊本県下で統一し、令和１２

年度を目途に保険料率の完全統一を目指すこととなっております。本村におきまし

ても、保険料率の統一に向けた動きを注視しつつ、令和９年度からの算定方式の統

一に向け、現在の課税方式を医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の３つの

賦課区分に対しまして、所得割、均等割、平等割の３方式で算定しておりますが、

令和８年度から県の運営方針に合わせまして、介護納付金分の平等割を均等割に割

り振った賦課方式に変更することとしております。 

介護保険特別会計では、令和９年度からの第１０期事業計画策定に向けた介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査に取り組むこととしており、今後も高齢者の自立支援

と重症化防止、介護給付費の適正化に努めてまいります。また、熊本保健科学大学

との包括連携共励による取組として、専門講師の指導のもと介護予防活動に継続し
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て取り組んでまいります。 

次に、税務住民課関係について申し上げます。 

令和８年度税制改正大綱には昨今の物価高への対応の観点から、物価上昇に連動

して基礎控除額を引き上げる仕組みのほか、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課

税最低限を１７８万円まで特例的に引き上げるなど、「強い経済」の実現に向けた

税制措置が示されております。このような改正案の措置が織り込まれた総務省の地

方税及び地方譲与税収入見込額と、前年度までの収入実績を反映し、令和８年度当

初予算を計上しております。 

村税につきましては、前年度に比して４,３３０万円の減額、約１.８％の微減の

計上となっており、固定資産税の国有資産等所在市町村交付金である市房ダム及び

笠振発電所施設の資産評価額減によるものや、環境性能割交付金において、自動車

税等の環境性能割の廃止が主な要因でございます。 

利子割交付金等の各交付金についても、同じく総務省が示している市町村交付金

交付基準に基づきそれぞれ計上、森林環境譲与税については、昨年度より当初予算

ベースで２５３万２,０００円の減収を見込んでおります。 

村税等の徴収に関しては、それぞれ住民の経済状況により納付が滞る方もおられ

ますが、納税の公平性を保つため、納付誓約による滞納整理や処分の実施などで、

引き続き滞納額の圧縮に努めてまいります。 

現在、政府では令和８年度税制改正の大綱に沿って、地方税制に関する所要の法

令案が準備されていますが、水上村税条例の一部を改正する条例につきましては、

今後、国の動きを注視しながら必要に応じて専決処分をお願いいたします。 

次に、産業振興課関係について申し上げます。 

まず、村有林管理でございますが、伐採、植栽、育林という適正かつ効果的な村

有林の管理に努めているところであり、伐期を迎えている山林については順次伐採

し、計画的な施業による森林管理を進めてまいります。また、熊本県や森林整備セ

ンターといった関係機関との協議により、必要な財源確保にも努めてまいります。 

農業全般においては、令和７年産米が過去最高水準の生産者価格を記録しました

が、令和８年に入り消費者価格が下落傾向にあり、市場情勢や国の対策等含めて、

情報を得ながら、本村の現状に沿った支援に取り組んでまいります。 

農業委員会につきましては、農業委員と農地利用最適化推進員が本年７月に任期

満了を迎えます。６月定例会において農業委員会委員の選任同意案を上程すること

としており、新たな体制となりましても委員の連携のもと、担い手への農地集積を

進め、農用地の適正管理に努めてまいります。 

農業振興においては、令和７年度から産業振興施設等整備事業を実施しており、
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機械等の導入支援を引き続き行うとともに、本村農業の維持、担い手の確保といっ

た施策に取り組んでまいります。 

経営所得安定対策事業では、選ばれる米産地となるため熊本県から提示される目

標数量を参考に、生産者へ作付け目標を提示し、適正な生産と食味の向上を産業推

進機構と連携し実施してまいります。 

農業後継者対策事業では、新規就農者の支援・育成に取り組み、国の交付金の活

用や村単独の担い手支援事業により後継者の育成に取り組みます。 

農地保全においても、第６期目の中山間地域等直接支払制度や多面的機能直接支

援対策、環境保全型農業直接支援対策への取組を継続しながら、農地維持活動及び

農業集落活動を推進してまいります。 

旧岩野小学校利活用事業については、株式会社ハンモ水上による水耕栽培がいよ

いよ４月から開始され、期待をしているところであります。連携を取りながら利活

用を進めてまいります。 

畜産振興対策では、子牛価格が戻りつつある中、令和６年度に熊本県畜産農業協

同組合へ合併し、生産者を取り巻く環境が変化しています。各町村で実施しており

ました品評会がなくなるため、令和８年度からは、水上村畜産振興協会の新たな取

組である「飼養技術勉強会」を支援することとしています。また、現在実施してお

ります家畜導入事業による、優良繁殖牛の導入促進や、自家保留による更新及び増

頭を行うなど、畜産農家の経営支援を継続し、令和９年度から計画されております、

熊本県畜産農業協同組合の球磨市場の統合について、セリ市の対応など情報を共有

しながら進めてまいります。 

農業農村整備事業では、県営で実施中の岩野地区農業用用排水路整備と圃場整備

事業について、依然として入札不調が続き、施工方法等の協議を行いながら工事が

進みますよう県に働きかけるとともに、湯山地区においても、早期の着工に向け県

と協議を進めてまいります。 

林業振興では、林業従事者の育成や、全国的な課題でもある鳥獣被害防止緊急捕

獲対策を継続し、森林の保全と国県の補助を活用した間伐事業を推進し、林業、木

材産業の活性化を図ってまいります。 

森林環境推進事業につきましては、森林環境税を財源とします森林環境譲与税を

活用し、村内の木材業者認定事業体において実施される私有林の間伐事業や作業道

開設事業への支援を実施し、森林適正管理事業においては、森林管理の村への委託

希望により、村で管理することとなる個人所有の森林２か所の整備に着手する計画

です。また、森林監視員による村有林も含めた監視を行い、適正な管理と今後の施

業について検討してまいります。 
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商工振興対策では、本年度も産業振興施設等整備事業により事業者の施設整備を

支援してまいりますとともに、商工会への助成、商品券プレミアム分の助成につい

ては、物価高騰に鑑みプレミアム率３０％にして継続し、関係機関と連携した支援

に努め、また、本年２月に締結しました「水上村事業承継連携支援に関する協定」

や村単独の担い手支援事業により、後継者対策を実施いたします。 

観光推進事業では、ふるさと通信などの情報発信に努め、観光物産展での農産物

販売及び知名度の向上を図ります。スポーツ推進事業や水上ツーリズム事業ととも

に関係人口の創出に努めてまいります。 

桜の里事業費では、村内公園施設の適正な維持管理と桜の伐採、改植による桜の

管理を進めてまいります。 

続きまして、建設課関係について御説明申し上げます。 

令和２年７月豪雨及び令和４年台風１４号の発災以降、災害からの復旧復興を優

先的に取り組んでまいりましたが、災害復旧事業も、公共土木施設につきましては、

熊本県による権限代行事業の「村道古屋敷柳平線、村道白蔵線」、林道施設につき

ましては、奥地の「林道梅木鶴線」を除く事業につきまして、令和８年度において

発注できる見通しとなりましたので、通常の道路改良、橋梁維持、舗装事業のほか、

住宅費等につきましても昨年度より事業を拡大した予算を計上いたしております。 

環境衛生費につきましては、下水道処理区域外を対象とします合併処理浄化槽設

置に対する整備補助金、施設の適正な維持管理を推進するための維持管理補助金を

計上し、さらなる地域環境の保全を推進してまいります。 

林道維持管理費につきましては、村の基幹産業であります林業の振興を図るため、

インフラの基盤であります村内２７路線の林道を維持管理するための維持修繕費を

計上しております。 

土木費関係につきましては、住民生活に直結する路線の整備を基本に事業を推進

することとし、村道１８６路線の維持管理のための道路修繕費の予算を計上してお

ります。 

道路橋梁費につきましては、村で管理いたします橋梁の定期点検業務委託料を計

上し、車両及び歩行者の安全な交通環境の確保を図ることとしております。 

道路新設改良費につきましては、令和元年に着手しました岩野地区「村道石舟五

本松線」の最終年度となり、令和８年度には無反野橋前後の道路改良工事に合わせ

て全面舗装を行うこととしております。また、全線開通に併せ、完成式典開催のた

めの予算も計上しております。 

道路舗装費につきましては、国の社会資本整備総合交付金等を活用しながら４路

線の舗装工事を行い、生活の基盤となる道路整備を図ることといたしております。 
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住宅費につきましては、住宅長寿命化計画により２団地３棟の外壁改修工事に向

けた設計業務を計上し、公営住宅の長寿命化を図ることとしております。 

また、経年劣化により老朽化した住宅についても引き続き、適切な修繕と住環境

の整備を行い、今後も適正な村営住宅の維持に努めてまいりたいと考えております。 

定住促進事業につきましては、定住促進と若い世代が水上村に残るための取組と

して、単身向け住宅建設に向けた造成地整備のため測量設計業務委託と住宅建設設

計３戸の予算を計上し、令和９年度の完成を予定をしております。 

災害復旧費につきましては、令和２年７月豪雨、令和４年台風１４号、令和６年

台風１０号や９月豪雨により被害を受けた林道施設、公共土木施設の復旧を令和７

年度からの繰越予算と合わせて事業進捗を図ることとしております。 

林道施設災害につきましては、令和２年７月豪雨により被害を受けた３路線６か

所、令和４年台風１４号により被害を受けた１路線４か所、令和６年台風１０号、

９月豪雨により被害を受けた１路線２か所の復旧に取り組み、公共土木施設災害に

つきましては、令和６年度に被災した祓川の河川災害復旧工事に着手することとし

ております。 

次に、公営企業会計でございます。 

まず、簡易水道事業につきましては、村で管理します簡易水道施設７か所の維持

管理に努め、住民生活に欠かせない安心・安全な水道水の安定供給に努めてまいり

ます。 

湯山地区におきましては、昭和５７年の整備から４４年が経過し、浄水場の老朽

化や管路破損による漏水に加え、大雨の際の濁りや渇水による水不足など、供給に

支障を来している状況にございましたが、濁りがなく、安定した水量、水質の水源

が確認できたため、令和８年度から湯山地区と高澄・本野地区を統合した新たな湯

山地区の簡易水道施設の全面改修へ向け年次計画により取り組むこととしておりま

す。 

次に、下水道事業につきましては、住民生活に支障を来さないように施設の維持

管理を行い、施設の突発的な故障に対応するための修繕費を計上し、維持管理に努

め、施設の健全な維持管理体制を図ってまいります。 

また、湯山地区の汚水処理につきましては、令和７年度において汚水管渠を湯山

橋から桜大橋への代替ルート工事が完了し、令和８年度においては本野地区を湯山

地区へ統合する最終年度の工事請負費を予算化し、将来的な維持管理コストの削減

を図ることといたしております。 

下水道・集落排水の接続状況は、直接的に公営企業会計の運営に影響を及ぼすこ

とや、生活環境の改善、河川など水質改善のためにも、今後も未接続の世帯に対し
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ましては、加入促進の啓発に努めてまいります。 

次に、地方創生推進課関係について御説明申し上げます。 

地方創生推進課では、「第３期水上村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の柱で

ある「雇用の創出」、「交流人口の拡大や定住促進」、「子育てや働きやすい環境

整備」、「時代にあった地域の創造」などさらなる充実・強化に向けて、これまで

の地方創生を止めることなく進め、さらには、地方創生推進アドバイザーの原晋氏、

プーマジャパン株式会社、熊本保健科学大学などとの官民学連携を強化しながら、

情報の提供、支援、提言等をいただき、村を全国的に広く発信し、切れ目ない取組

を加速させてまいります。 

ふるさと寄附金事業では、返礼品提供事業者との連携のもと、引き続き返礼品の

取扱いを充実させることで寄附の窓口を広げ、これまで展開してきたポータルサイ

トを最大限に活用して本村の魅力発信に取り組み、認知度向上、地場産品の消費拡

大に繋げつつ、さらなる財源の確保に努めてまいります。 

地域振興支援事業では、祭りなどを通じて、地域内の活性化を図る行政区や団体

に支援を継続し、村内におけるコミュニティを醸成してまいります。 

移住定住関係では、移住、定住に向けての「お試し住宅」の活用を図り、空き家

については、空き家バンクをホームページ上で充実させ、移住を促します。また、

村内に２か所ありますサテライトオフィスについては、施設の様々な用途を検討し

進出を促し、熊本県と共同した人材不足の解消を図るための移住支援金を継続して

まいります。 

クロスカントリー事業では、スカイヴィレッジを利用した、高校、大学、実業団

の陸上競技合宿誘致について継続し、利用者、宿泊者数のさらなる増加に努めてま

いります。生涯スポーツ推進事業では、生涯スポーツ施設「サクラヴィレッジ」を

村民や合宿客に利用していただき、特に村民の健康増進、健康寿命の延伸に努めて

まいります。さらには、各種大会での奥球磨駅伝大会、球磨川復興トレイルラン、

マウンテンスポーツの開催など、隣接町村と連携しつつ、楽しめるスポーツを提供

し、交流人口、関係人口創出と経済への波及に努めてまいります。 

陸上競技場整備につきましては、令和７年度より造成工事に着手し、順調に工事

が進んでおり、令和８年度から陸上競技場整備工事に着手する予定としております。 

また、旧湯山小学校につきましても、健康をテーマとした３つの柱「スポーツサ

イエンス事業」、「食育事業」、「健康睡眠事業」を実施できる施設として、令和

８年８月のオープンを目指し事業を進めてまいります。 

産業推進機構事業では、継続した生産現場の強化や各種講習会、新たな特産品開

発のための資源の発掘、開発、クロスカントリー事業との事業間連携などを通じて、
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地域外からの所得を獲得し、さらに地域内で循環させる仕組みを構築のうえ、生産

者への所得、意欲向上による村内産業の活性化を引き続き図ってまいります。 

水上ツーリズム推進事業では、各種イベントにより、村内関係団体が一体となっ

た事業の展開を図るとともに、株式会社みずかみ等が行う観光業務に対する支援を

目的とした観光振興助成金の交付、また合宿客向けの宿泊補助を継続し、交流人口、

関係人口創出と経済への波及に努めてまいります。 

結婚対策推進事業では、婚活の取組としまして、実績のあるコーディネーターの

監修によるイベント開催などを通じ、村への移住促進、高齢化率の抑制、村のＰＲ

に努めてまいります。 

観光施設管理事業では、市房山キャンプ場がグランドオープンから３年目を迎え

ます。今後さらなる観光客の獲得や関係人口の創出を図り、水上村の地方創生に資

する施設となるよう指定管理者と連携を取り努めてまいります。 

教育関係につきましては、原教育長から説明することといたします。 

本定例会には、固定資産評価審査委員会委員の選任同意、条例の一部改正５件、

廃止１件及び新規制定１件、財産の処分、工事請負変更契約、村道の廃止２件及び

認定３件、県営農業競争力強化農地整備事業及び団体営農業農村整備事業に係る分

担金額の決定、水上村辺地計画の変更、水上村過疎計画の策定、商工会員の借入資

金の預託、令和７年度一般会計及び特別会計、企業会計補正予算５件、令和８年度

一般会計及び特別会計、企業会計当初予算７件の３２議案を御提案いたしておりま

すので、慎重御審議を賜り御可決、御承認いただきますようよろしくお願い申し上

げまして、令和８年度施政方針及び当初予算編成方針の説明を終わります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 中嶽村長の諸般の報告及び施政方針説明を終わります。 

続いて、水上村教育長より教育方針説明の申し出があります。これを許します。 

原教育長。 

○教育長（原 崇君） では、おはようございます。 

議長より発言のお許しをいただきましたので、令和８年第１回水上村議会定例会

にあたり、令和８年度の教育行政方針並びに予算編成について述べさせていただき

ます。 

議員の皆様におかれましては、かねてより本村児童生徒の教育環境づくり、社会

教育・社会体育及び地域文化の振興などへの深い御理解と御支援を頂戴しておりま

すことに心から感謝申し上げます。 

さて、現在、世界の教育は予測困難な社会において、自律的に人生を切り拓く力

を育む「ウェルビーイング」の実現へと大きく舵を切っております。ＯＥＣＤが提
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唱する「学びの羅針盤２０３０」では、単なる知識の習得にとどまらず、主体性を

持ち、多様な他者と協働しながら、個人と社会全体の幸福を創造できる人材の育成

を掲げています。この流れは、持続可能な開発目標の達成やＡＩとの共生社会を見

据えた、世界共通の喫緊の課題となっております。こうした国際的な潮流を受け、

我が国においても令和５年に閣議決定された「第４期教育振興基本計画」において、

教育を通じたウェルビーイングの向上が最重要指針として定められました。具体的

には、「令和の日本型学校教育」の構築を目指し、「個別最適な学び」と「協働的

な学び」の一体的な充実を急いでいます。これは、児童生徒一人一人の資質・能力

の特性に応じた学びを提供しつつ、多様な他者と共に高め合う学習環境をＧＩＧＡ

スクール構想で整備された１人１台端末などのＩＣＴを最大限に活用して実現しよ

うとするものです。 

一方で、解決すべき課題も深刻化しています。急激な少子高齢化と人口減少に伴

う学校の小規模化、不登校児童生徒の増加、複雑化する家庭環境への対応、教職員

不足と働き方改革の両立、そして部活動の地域展開など、学校現場は多角的な困難

に直面しています。これらの教育には、学校の中だけで完結するのではなく、地域

社会全体が「学びの場」となり、学校・家庭・地域・行政が一体となって子どもた

ち支える「コミュニティ・スクール」としての機能強化がこれまで以上に求められ

ています。 

本村においても、こうした流れを確実に捉え、水上村ならではの豊かな自然や伝

統という教育資源を活かしつつ、次世代を担う子どもたちが、これからの時代をた

くましく、そして心豊かに生き抜いていくための教育環境づくりを推進してまいり

ます。 

具体的には、令和７年３月に策定された第６次水上村総合計画第１基本計画、第

５章「ふるさとに親しみ、よりよい未来を拓く人づくり」及び第４期熊本県教育振

興基本計画をもとに、本村の教育振興基本計画に沿って取り組んでまいります。 

それでは、基本的な方針及び主な施策について、学校教育、社会教育、地域文化

の振興、人権教育の４点に分けて述べていきたいと存じます。 

学校教育につきましては、知、徳・体のバランスの取れた「生きる力」をはぐく

むことはもちろん、自らの課題に対し自分で考え最適解を求め続けることができる

自立した児童生徒の育成に努めます。基礎・基本を身につけ、自ら探求する授業や、

人のことを思いやりよりよい判断ができる道徳教育をはじめとする心の教育、健康

で健やかな身体を育むことが重要です。子どもたちが、自分の将来に夢や希望をも

ち、自らの学びを調整し、よりよい未来を拓くことができるよう学園の教育活動を

さらに充実させます。 
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はじめに学校の状況について申し上げます。令和７年度は１３８名の子どもたち

が在籍しておりました。 

令和８年度は１３５名の子どもたちが在籍の予定です。次の表にあるとおり通常

学級は、９学級１２８人です。知的障がい学級は前期課程１人、後期課程１人の２

人で２学級、情緒障がい学級は前期課程４人、後期課程１人の５人で２学級です。

通常学級及び特別支援学級合わせて１３学級、全校児童生徒は１３５人となります。 

教職員については、県費職員が校長１人、副校長１人、教頭２人、教諭・講師１

９人、養護教諭２人、栄養教諭１人、事務職員２人、教員業務支援員１人の合計２

９人、村費職員は、特別支援教育支援員７人、内１人は学校図書館司書を兼務、学

校用務員１人の合計３７人を予定しています。 

学園における教育活動について申し上げます。開校宣言の３つの柱。水上村の

人・事・物の良さを理解する「ふるさと学習」、これからの国際社会を生き抜くた

めの「英語教育」、情報化社会に対応するための「情報教育」については、今後も

そのさらなる充実に努めてまいります。 

豊かな心の育成につきましては、９年間を見通した切れ目ない関わりをとおして、

安心して過ごせる教育環境のもとで、道徳の授業を核とした心の教育を全教育活動

で進めます。また、地域での農林業職業体験、宿泊登校、集団宿泊、修学旅行、タ

イムトンネルなど豊かな体験に根差した情操教育を進めます。 

確かな学力の育成につきましては、「誰一人取り残さない学びの保障」と「個別

最適な学びと協働的な学びの一体的充実」の実践に努めます。また、「正解主義」

への偏りから脱却し、納得と理解に根差した授業改善をさらに進めます。また、令

和７年度は、前期課程で教科担任制を６年生の８教科、５年生の６教科まで進める

ことができました。今後も専門的な授業を提供できるよう拡大に努めます。 

健やかな体の育成につきましては、基本的な生活習慣の確立を土台に、規則正し

い生活や健康安全に留意した過ごし方を習得できるよう取り組みます。また、体育

の授業やスポーツ活動をとおして心身ともにたくましい児童生徒の育成に努めます。 

開校から４年目を迎える水上学園では、義務教育学校ならではの９か年連続した

教育をさらに充実させ、異学年交流や安心・安全な環境を整え、子どもたちの実り

ある学びにつなげます。 

教育環境の整備について申し上げます。子どもたちの家庭学習の支援としてＳＡ

ＫＵＲＡ未来塾を開講しております。この塾はオンライン家庭教師が子どもたちの

家庭学習を支援するものです。本村は、塾に通うには時間的なハンディがあり、経

済的負担も増えます。この制度は、学びたい子が学べる環境をつくるものであり、

地域間の教育格差をなくすうえでも重要だと考えています。加えて、家庭のネット
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環境を補完するモバイルルーターの貸し出しや通信料の補助等の支援も続けたいと

考えています。 

また、英語・漢字の語学検定には受験料の補助をお願いしております。英語検定

は現在１１人が３級以上を取得しており、漢字検定についても、１０月の検定１５

人の合格者が出ています。 

加えて、学園では海外の講師と直接話す「オンライン英会話」を実施しており、

来年度は前期課程が年８回、後期課程が４回を予定しています。ネイティブ講師と

の１対１の会話は、生きた英語を学ぶ貴重な機会となっております。また、本年度

行ったＡＩアプリを活用した英語授業は、子どもたちの反応も良く次年度も継続し

て活用したいと考えています。ＡＩで学んだ英語をオンライン英会話で実際に活用

する流れで、英語力のさらなる向上に努めたいと考えています。 

同じく英語教育に関しまして、昨年度から海外ホームステイ事業に代えて国内で

語学研修を行っております。昨年度は４名の生徒が参加し、その感想文が広報にも

掲載されました。本年度も継続し、今後発展的な取組にしていきたいと考えていま

す。 

読書活動については、本年度は図書購入費を増額して計上しております。地域の

皆様の御協力で、学園では定期的に読み聞かせが行われておりますし、先生方も読

書の大切さを指導いただいております。新しい本はそれだけでも読書意欲を向上さ

せますのでよろしくお願いします。 

次に、学園の人的整備について申し上げます。特別支援教育支援員は会計年度任

用職員として１名増の７名の配置をお願いします。文部科学省の調査研究では、通

常学級に在籍する子の約９％が何らかの発達障害を持っている可能性が指摘されて

おります。学習障害や注意欠陥多動症など様々な課題を抱えた児童生徒の学習支援、

生活支援のほか、特別支援学級においても特段の配慮を要する児童生徒が在籍する

場合、その支援も担っています。これまで以上にきめ細かに子どもたちを支援する

必要があると考えています。また、支援員の先生方は、わんぱくキッズ塾の見守り

もお願いしております。急な対応にも人員が必要になります。議員の皆様の御理解

をよろしくお願いします。加えて、ＡＬＴは、本村在住の英語圏出身の方に引き続

き御指導いただく予定です。現職ＡＬＴの継続をお願いします。 

同じく、会計年度任用職員として学校用務員の配置をお願いします。学校用務員

は、文書の受け渡し、学園内外の管理清掃など、学校の環境整備に大きく役立って

おります。スクールバス運転手につきましては、正職員２名、会計年度任用職員と

して３名の配置をお願いします。学園では全児童生徒の約９４％がスクールバスで

の通学となっております。スクールバス運転手は、安全運行はもとより、積雪や大
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雨の際の事前の道路点検など必要不可欠な職です。突然の体調不良や特別な事情な

どにも対応できるよう引き続き配置をよろしくお願いします。 

ＩＣＴ支援員につきましては、本年度、新しくタブレットが準備され、校外学習

での写真撮影やデータの作成、ＱＲコードによる参考資料の閲覧など様々な使い方

に広がっています。しかし、ＩＴ機器の不具合への対応や様々な設定には専門的な

知識が必要です。令和８年度もＩＣＴ支援員の配置が必要と考えています。 

スクールソーシャルワーカーの配置につきましては、今年度も月に１回の割合で

学園に来ていただき、いじめや不登校を始め課題を抱える児童生徒やその保護者の

相談を受けていただいたり、子どもたちの様子を見て気になる子について助言をい

ただいたりしています。 

学校運営協議会につきましては、令和７年度はこれまでに４回実施され、学校の

経営方針について承認いただいたり、授業を参観いただいたり、学校の抱える諸課

題について協議いただいたりしておりまして、地域の方々と意見を交えるよい機会

になっています。 

また、学園の様々な体験活動には地域の方々に多くの御協力をいただいておりま

す。これらの活動の要は地域協働活動推進員です。推進員は、地域と学校の架け橋

として重要な役割ですので配置継続をよろしくお願いします。 

社会教育につきましては、住民の皆様が生き生きと学び活躍できる場と環境の充

実に努めます。住民の高齢化が進む中、時代の変化に柔軟に対応し、豊かな人生を

送ることができるよう、生涯学習の充実が求められています。住民の皆様が生涯に

わたって学習し、趣味やスポーツに親しみ、日々が充実し、そのことが地域の活性

化や問題解決につながるよう、村民が「生き生きと活躍できる社会教育の充実」に

取り組みます。 

また、家庭教育支援につきましては、教育基本法の第１０条に「父母その他の保

護者は子の教育について第一義的に責任を有するもの」と規定されているように、

家庭は子どもの成長にとって最も重要な教育環境であり、健やかな心優しい子ども

を育む一番の土台です。そのため、来年度も子育てを学ぶ機会としての「親の学び

プログラム」の実施や放課後に安心して過ごせる場としての「わんぱくキッズ塾」

の開設とともに、経済的な部分についても家庭教育の支援策を継続していきます。

具体的には、給食費の無償化、高校生に係る通学費等の補助、６年生・８年生の修

学旅行費の補助などがあります。昨年度から取り組んでおります「水上っ子未来応

援助成金」につきましては、新たに高校等を卒業する際に２０万円助成し、子育て

支援の拡充に努めたいと考えています。また、新たな物価高騰への対策事業として、

各学年で徴収されている教材費についてもほぼ全額を助成できるよう予算を計上し
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ておりますので御理解をよろしくお願いします。 

また、地域住民の皆様には「地域の子どもは地域で育てる」という意識で、家庭

や学校と連携して子どもの教育に参画していただけるよう環境づくりを進めます。 

子ども対象の事業「ふるさと塾」につきましては、本年度５回実施し、自然観察

会や無形民俗文化財白水神楽の見学、ボランティア活動などを開催しています。学

校ではなかなか学べない貴重な機会であると考えています。併せて、球磨郡町村公

民館連絡協議会が行う「くまっ子リーダー体験塾」も町村持ち回りで開催され、本

村からも参加し交流を深めています。 

社会体育につきましては、スポーツを通してすべての村民がスポーツに親しみな

がらスポーツの楽しさや感動を分かち合い、健康で活力ある生活を送り、互いに支

え合う活動の充実を目指します。 

総合型クラブ水上元気クラブは現在２３種目が開設され、子どもを含め延べ１６

０人で活動中です。令和６年度から活動してきた健康マージャン教室も来年度から

元気クラブとして開設予定です。元気クラブは種目によって、村外からの参加もあ

り、人的交流が行われています。少子化が進み、スポーツ環境は厳しくなっていま

すが、元気クラブにおいて世代を超えたスポーツや文化活動の輪が広がればと考え

ています。元気クラブの中には１０月の「福祉と文化の集い」でその成果を披露し

てくださった教室があります。このような発表の場が日々の教育活動の意欲向上に

つながると考えています。また、部活動の地域展開につきましては、昨年の２学期

以降、休日の部活動をこれまで指導いただいてきたコーチの方々及び指導を希望さ

れる先生方にお願いする形で行っています。部活動に代表されるスポーツ活動は子

どもの健全育成に大きく寄与するものです。御指導いただいている方々にこの場を

お借りして感謝申し上げますとともに、今後も充実した活動となるよう環境整備に

努めてまいります。 

また、小学生を対象としている「総合運動教室」は、８年度も指導者を招聘して

実施したいと思っております。近年、子どもたちが運動に親しむ機会は減少傾向で

す。子どもたちが体を動かす場を提供する活動として継続していきたいと存じます

のでよろしくお願いします。 

このほか、令和８年度につきましても体育協会を中心に郡・県民体育祭への出場

や球磨一周駅伝などとともに分館対抗駅伝や各支部のスポーツ行事、社会教育委員

の研修会など予定されると思いますので、その際は御支援をよろしくお願いします。 

地域文化の振興と継承について申し上げます。伝統文化は社会生活と密接に結び

ついているものであり、生活の中で一般的な保存及び活用を図っていく必要があり

ます。そこで、地域との連携による生活文化、生産文化、伝統文化などの総合的な
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文化活動の促進や芸術体験をとおして心豊かな人材の育成を図るとともに、新たな

文化創造の担い手の育成に努めます。 

文化財の保護では、村の無形文化財保存活動として白水神楽、上楠臼太鼓踊り、

川内平家踊りは、その保存活動が継続されております。水上学園の文化祭でも子ど

もたちが保存会の方々から指導を受け神楽を披露しておりました。今後も保存会の

活動維持に御支援をよろしくお願いします。加えて、国指定重要文化財生善院観音

堂の耐震補強及び屋根葺き替え等の改修が始まり、現在第１期の工事が行われてい

ます。この工事は令和９年度まで続く予定です。 

また、天然記念物でもあるゴイシツバメシジミの保護観察活動につきましては、

令和７年度も観察会を催し、九州大学教授の御指導の下、多くの子どもたちが観察

することができました。 

文化財保護委員の皆様には、担当地域の有形・無形文化財の現状について御確認

いただいたり、資質向上のため、文化財に関する研修会にも御参加いただいたりし

ております。 

加えて、例年文化財の防災訓練も実施されており、本年１月には岩野地区の龍泉

寺にて放水訓練が行われました。古くから伝わる有形・無形の文化財は住民の宝で

あり、次世代に引き継ぐべきものです。これらの活動に御理解と御協力をよろしく

お願いします。 

最後に人権教育について申し上げます。人権教育は「人権尊重の精神に満ちた人

づくり」を進めます。人権は人々が長い歴史の中で培った誰もが人間らしく生きる

権利です。今世紀は人権の世紀ともいわれ、全て人々が人権尊重の理念を正しく理

解し、社会生活の基本的ルールや思いやりの心を身につけ、お互いの人権を尊重し

つつ生活することが求められています。しかし、今なお数多くの人権問題が存在し

ています。私たちは、学校はもとより地域社会の中で「人権尊重の精神に満ちた人

づくり」を推進し、差別によって苦しむ人をなくしていかなければなりません。 

本村においてはこれまで「部落差別をはじめあらゆる差別をなくす熊本県人権教

育研究大会」や「熊本県人権子ども集会」などに積極的に参加し、人権意識の高揚

に努めてきました。今後も、行政、学校、民間団体及び村民一人一人が人権尊重の

精神を養い、さらに人権意識を高めるための取組を進める必要があります。 

そのため、学園では特にいじめの未然防止と早期対応に取り組みます。いじめは

どの学校、どの学級でも起こりうるものです。日頃から相手に嫌な思いをさせない

ことなどを指導しながら、子どもの小さな変化を見逃さず、悲しい思いをしている

子に気づき対応することが一番だと考えています。また、自然体験活動や地域の

方々との関わりをとおして豊かな人間性を育むことも人権の意識を高めることにつ
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ながると考え、推進していきたいと考えます。社会教育では、人権問題に関する学

習機会を提供したり、水上村人権教育推進協議会の活動をとおしたりして、人権啓

発活動への参画を図り、人権問題や偏見に気づき、それらをなくす実践力を高める

よう働きかけます。 

なお、令和８年度は１０月に第５４回熊本県人権教育研究大会が人吉球磨で開催

され、水上村も分科会会場になる予定ですのでお知らせをしておきます。 

以上、学校教育、社会教育、地域文化の継承、人権教育の順に説明させていただ

きました。 

令和８年度、教育委員会といたしましては水上学園の教育活動のさらなる充実を

図り、授業はもとより各種行事においても、義務教育学校のよさを生かした教育を

進めていきたいと考えています。 

また、社会教育の活動を通じて村民の皆様が生き生きと学び活躍できる場づくり

に努めていきたいと存じます。どうぞ議員の皆様の御理解、御支援を賜りますよう

心からお願い申し上げ、説明を終わります。ありがとうございました。 

○議長（那須良策君） 原教育長の教育方針説明を終わります。 

以上で、諸般の報告及び施政方針説明を終わります。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第４ 一般質問 

○議長（那須良策君） 日程第４ 一般質問をおこないます。 

今定例会には、１名より通告があっております。 

２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） はい、２番、杉野です。それでは、議長から発言の許可がござ

いましたので、通告書に基づきまして一般質問をいたします。 

   郷土愛を持った人材の育成について質問いたします。 

   本村では、水上学園に在籍する児童生徒や高校等へ進学した生徒の保護者の経済

的負担を軽減するため、様々な支援が講じられております。 

   １つ目として、水上村高等学校等通学費等支援費補助では、限度額を１か月１万

円とする鉄道、バス通学者定期券の８割、食事代を除く下宿代等の８割補助、２つ

目として、義務教育学校前期課程体験学習、後期課程修学旅行の費用の精算額の７

割補助、３つ目として、語学検定、英検、漢検料の全額補助、４つ目として、水上

村家庭学習等のための通信費等支援補助では、ＩＣＴの活用により児童生徒が家庭

においても学びを保障できる遠隔授業を進めるため、月額上限を７,８００円とす

るインターネット通信料月額１,０００円を控除した額、５つ目として、令和７年

度からの水上っ子未来応援助成金として、新１年生１０万円、７年生進級者１５万
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円、高等学校等進学者２０万円の交付、６つ目といたしまして、制度を改正しての

国内の語学研修事業補助などが挙げられております。さらには、給食費の無償化も

ございます。 

   このような支援策のうち、保護者の申請を必要とするもの、必要としないものに

ついてお伺いいたします。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） 御質問ありがとうございます。 

   議員がおっしゃられましたとおり、教育委員会では、様々な事業により子どもた

ちの学習環境を整えたりですとか、保護者の経済的負担軽減を図ったりしていると

ころでございます。 

   右型番号⑫一般質問資料の２ページを御覧いただければというふうに思います。 

   議員が質問された内容と重複いたしますけれども、こちらは過去１０年ほど遡り

まして、平成２７年度以降に教育委員会が開始いたしました支援事業の一覧を時系

列ごとに並べたものとなっております。それぞれの事業内容についての詳しい説明

は割愛させていただきますけれども、上から順番に申し上げますと、まず、平成２

７年の１０月から給食費の保護者負担を全額村が負担することとしまして、給食費

の無償化を始めております。 

   翌年の平成２８年４月からは高等学校等通学費等の補助を開始いたしております。

また、修学旅行費につきましても補助金交付要綱を整備いたしまして、それまでは

報償費として支出していたものを補助金で支出するようになっております。 

   ４番目の平成３１年４月からは英検や漢検などの語学検定の補助を始め、令和２

年の１０月からは家庭学習等のための通信費の補助も始めております。 

   さらに今年度、令和７年度からは以前に行っておりました海外ホームステイ事業

の補助を安全面とか円安等による諸事情を鑑みまして、国内における語学研修事業

への補助に切り替えて実施をして、また新たに、子育て世代のライフステージに応

じた切れ目ない支援策として水上っ子未来応援助成金の支給を開始したところでご

ざいます。 

   これらの支援策のうちに議員お尋ねの保護者の申請を必要としないものにつきま

しては、表の１番右に保護者申請の要、不要ということで記載しておりますけれど

も、給食費につきましては、条例により保護者が負担すべき金額の全額を村が負担

するとしておりますので申請の必要はございません。また、体験学習、修学旅行の

補助につきましては、要綱によりまして補助対象者は義務教育学校に在籍する児童

生徒の保護者ですけれども、その申請から受領までの権限を義務教育学校長に委任

するということとなっておりまして、学校長が申請を行いますので、保護者の申請
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は必要といたしておりません。以上２件が申請を必要としないもので、それ以外の

補助につきましては、保護者からの申請に基づき補助金を支出することとなってお

ります。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ただいま時系列に沿って教育支援事業について説明いただきま

したが、保護者の申請が必要ではないこの２件の支援について、このような支援制

度を御存じない保護者はいらっしゃらないのか。周知は行き届いているのか。教育

委員会で把握をされているのかお伺いいたします。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） はい、お答えいたします。 

   保護者の申請が必要でない支援策につきましては、先ほど御答弁させていただき

ましたけれども、給食費の無償化と、補助金として体験旅行、修学旅行費の補助金

というものがございます。その２つのうちに修学旅行関係につきましては、その制

度とか、費用負担の在り方について今年ですね、水上学園の全児童生徒の保護者を

対象にアンケート調査を行っておりまして、保護者の回答率としましては７１.７

４％という回答率でございました。このアンケートにつきましてですけれども、修

学旅行につきましては御存じかと思いますけれども、もともとはですね、平成４年

に当時の群馬県の水上町ですね、と水上村が姉妹町村となりまして、その結果、当

時の水上中学校の修学旅行を３泊４日として群馬県水上町と東京方面へ行くという

ことになりました。修学旅行の費用が当時の経費で約１０万円ほどかかるというこ

とで、保護者負担軽減のためにその３割程度、約３万円を保護者負担として残りの

７割は当時村から報償費として、支出をしたのが始まりでございます。それを先ほ

ど答弁いたしましたけれども、平成２８年度に保護者負担を小学校で８,０００円、

中学校で３万円ということで、およそ旅費の３割程度となるように定額としまして

残りを補助金として支出するように要綱を定めておりましたけれども、令和７年度

からは物価高の影響ですとか、旅行先をですね、水上町じゃないところに変更した

ということもありまして、水上町に行き始めたころと同じ旅行費用の３割が保護者

負担となるようにその精算額の７割を補助とするように変更をさせていただいてお

ります。こういった経過がございましたので、今後の修学旅行の費用とか、そうい

ったものについて保護者の意見を求めるために実施をいたしたものでございます。 

   そのアンケートの中で修学旅行費用の保護者負担が総額の３割となっていること

を御存じでしたかという設問をしております。そういったところを回答された方の

うちにですね、３０.３％、約３割の方が知らなかったというふうに回答をいただ
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いているところでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ただいま答弁いただきました体験、修学旅行費の保護者負担が

３割で済むということを約３割の方が御存じなかったようでございますが、入学し

たばっかり、もしくは低学年、あるいは体験、修学旅行の該当学年ではない児童生

徒の保護者なのかもしれません。ただ広報みずかみを通して村の補助制度につきま

しては各課の補助事業一覧として回覧周知をいただいておりますが、体験学習、修

学旅行の補助につきましては、ただいま説明がありましたとおり、その申請から受

領までの権限を義務教育学校長への委任とされておりますし、特にこの申請を伴わ

ない補助事業につきましては、保護者の認識が難しい面があるのかもしれません。

せっかくこの修学旅行に関するアンケート調査も行われておるようでございますの

で、知らなかったという保護者がいらっしゃらないように、この補助制度、内容に

関して理解を深めていただくように今後のお取り計らい方よろしくお願いしたいと

思います。 

   続きまして、この本村がこのような教育支援策を講じていることを学校サイドの

教職員は認識をされているのか。首長部局との教育方針や情報共有の徹底はいかに

行われているのか伺います。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） はい、お答えいたします。 

   本村が行っております教育支援策について、学校の教職員の方の認識ということ

ですけれども、学校の教職員の皆様におかれましては、今年度から始めております

水上っ子未来応援助成金制度などについてはまだ御存じない方もいらっしゃるよう

でございます。給食費の無償化ですとか、英検、漢検の補助、それから家庭学習の

ための通信費補助、修学旅行の補助などですね、村が行う様々な支援策につきまし

ては、学校長に尋ねたところ、ほぼ先生方は御認識をいただいているというふうに

伺っているところでございます。 

   また、首長部局と教育方針とか、教育情報の徹底につきましてという御質問でご

ざいますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４というと

ころに、総合教育会議というものがございます。この総合教育会議と申すのは、首

長と教育委員会が教育政策の方向性を共有、連携し、地域の実情に応じた教育を推

進するために設置される会議体とのことでございまして、水上村の総合教育会議規

則でさらに詳しく定めているものでございます。 

   組織としましては、村長及び教育委員会をもって組織しまして、会議の招集につ
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いては村長が招集し、会議の議長となるとなっております。 

   また、関係者の出席を求めることもできまして、本村におきましては水上学園の

学校長及び副校長であったりとか、会議の内容によりましてはＰＴＡ会長等にも出

席をいただいているところでございます。 

   主な会議の内容を申しますと、令和７年度におきましては３回実施しております。

第１回目を４月に行っておりまして、４月の会議では、令和７年度における教育行

政の方針と主な政策、それから、水上村の教育大綱と水上学園の経営方針について

確認を行っているものでございます。 

   ２回目を７月に行っておりまして、そこでは教育委員会におきます新規事業の進

捗状況ですとか、学園の１学期の様子というものに加えまして、多良木警察署から

もお越しいただきまして、夏季休業中の児童生徒の安全について協議を行っている

ものでございます。 

   ３回目を今年の１月に開催しまして、教育委員会全体のですね、令和７年度の事

業の進捗状況、それから令和８年度の当初予算の関係に加えまして、学園の児童生

徒の状況等について情報共有を行ったというものでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 村長、教育委員会、学校長、副校長、また内容によってはＰＴ

Ａ会長が一堂に会しての総合教育会議で本村の教育方針や重点施策、児童生徒の安

全面や学習、生活状況等について情報共有がなされているということのようでござ

いますし、この本村の様々な教育支援については、水上学園の教職員もほぼ御認識

をいただいているということのようでございます。 

   また、いじめ、不登校、虐待、ヤングケアラーの問題など、子どもたちが抱える

問題は多様化、複雑化しております。この総合教育会議は、ただいま村長が招集し、

議長となるとの御説明でございましたが、教育分野とほかの分野である子育て支援

や福祉などとの横断的な政策連携や問題があった場合への迅速な対応などそういっ

たことが可能となりますし、今後も実効性のある教育行政の発展に繋がりますよう

御期待したいと思います。 

   続きまして、奨学金資金貸与状況につきましてでございますが、決算ベースで見

ましても年々の貸付額が抑えられ、基金年度末残高が増加しております。このよう

な就学援助が講じられている影響もあるのではないかと考えますが、見解を伺いま

す。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） お答えいたします。 
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   奨学金の貸与状況につきましてですけれども、別添一般質問資料の３ページを御

覧いただきたいと思います。 

   こちらは過去１５年間、平成２３年度から令和７年度までの奨学生の志願状況の

一覧となっております。それぞれ年度ごとに申請者数を高校等と大学等に分けて記

載をさせていただいております。 

   また、一番右側にはですね、先ほど説明しました様々な支援制度を始めたところ

を書いているところでございます。御覧いただきますと平成２７年度までは毎年複

数件の申請があっておりましたけれども、平成２８年度以降では、令和元年度にで

すね、大学等での４件という申請がございますけれども、それ以外の年は０件また

は１件となっている状況でございます。 

   また、平成２９年度にはですね、借り入れることができる金額の見直しを行いま

して、月額の上限を引き上げまして、また金額を選択できるように見直しておりま

すけれども、その後の申請者数については変化は概ねなかったものというふうに考

えております。 

   様々な支援が与える影響というところでございますけれども、この奨学生の志願

状況のうち、高校等の申請者の欄を御覧いただきますと、平成２７年度までは複数

の申請があっておりましたけれども、平成２８年度以降は令和２年度と令和６年度

を除きまして０件となっているところでございます。これは一概には言えないと思

いますけれども、高校等の通学費補助を始めた時期と重なってきておりますので、

そういった支援によりまして保護者の負担が軽減されて必要がなくなってきている

ものもあるのではないかというふうには考えております。 

   今後につきましては、民間の教育ローン等では金利の上昇というのも考えられる

ところではございますので、無利子である本村の奨学金につきまして申請される方

が増えてくるということも考えられますので、奨学金についてはですね、村のほか

にも国とか公益財団法人とか民間など運営される団体によりまして無利子とかです

ね、低利子のものとか、あとは中身によりましては返還免除という規定があるもの

もございますので、今後も保護者に対しましては丁寧な情報提供に努めてまいりた

いというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） これまで奨学金の貸与につきましては、条例施行規則に定めて

ありますように、１０人以内の委員で構成される選考委員会でもろもろの規定や条

件、さらには貸与できる奨学生の人数など、そういったものの審議を経て貸与され

ておりましたが、ただいま資料で説明いただきましたように、この特に高校生に関
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しては、ここ１０年間の申請者の数がほとんどないような状態のようです。本村の

奨学金は無利子ではございますが、在学する学校等を卒業した１年後から貸与期間

を２倍した期間以内に返還しなければならない義務を負いますので、このような村

で行っている子育て中に受けられます様々な経済的支援というのは保護者のニーズ

に沿った大変有り難い制度でございますし、今後も丁寧な周知や説明に努めていた

だきたいと思います。 

   それから、今年１月４日、二十歳の集いにお招きをいただきまして出席いたしま

したが、成人者の二十歳を迎えての感想文集や近況を語り合う一言スピーチを拝見

いたしましたときに、愛情を注いで育てていただいた家族への感謝の言葉に加えま

して、地域の方々の温かい見守りに対する感謝や自分たちが育った水上村を誇りに

思いますというような気持ちを口にされた成人者もおられまして、大変うれしくも

思いました。ふるさとへの誇りや愛着を育むには家庭・学校・地域それぞれが連携

し関わりを持ち、同じ方向を向くことで根付いていくのではないかと思います。学

校で学び、家庭で語り、地域で関わることを通して成長し、教室の中だけで育つも

のではないと思います。教育委員会、学校、地域では、郷土愛を育む教育方針とし

て何を掲げ、どのような取組が実際なされているのかお伺いいたします。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） それでは、お答えいたします。 

   まず、村における郷土愛を育む教育方針といたしまして、こちら第６次水上村総

合計画の教育委員会に関係します部分で申しますと、７３ページからになるんです

けれども、第５章ふるさとに親しみ、よりよい未来を拓く人づくりのその中の第１

節でふるさとに誇りを持つ心豊かな人材の育成というものを掲げておりまして、学

校教育、社会教育それぞれに具体的施策がその後に掲げてあると。それを基に取り

組むというふうにしているところでございます。 

   次に、学校におきましてですけれども、学校におきましても国とか熊本県教育委

員会、それから球磨教育事務所、それから本村の教育委員会それぞれの方針、掲げ

る方針を基にですね、毎年度、学校経営案というものをちょうどこういった、もう

皆さんに差し上げる分がちょっとないんですけれども、作成をいたしているところ

でございます。 

   その中で本校の教育目標というところで、ふるさとに誇りを持ち、自ら学び、心

豊かで共に高め合う児童生徒の育成というものを学校の教育目標として掲げられて

おりまして、この中で育てたい資質能力としましては、自ら考え自ら学び行動する

力の実践力、それから、共に高め合い表現する力の表現力、そして、郷土を愛する

豊かな心の郷土愛、その３つを掲げているものでございます。特に特色ある教育活
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動としてですね、郷土愛を育むふるさと学習の水上学というのがあるんですけれど

も、こちらにつきましては、ステージごとに分けておりまして、第１ステージ、１

年生から４年生までの第１ステージでは、ふるさと水上村を知るというのをテーマ、

それから、５年生から７年生までの第２ステージでは、水上村のよさや課題の追求

というのをあげてあります。と、８年生、９年生の第３ステージでは、水上村への

提案と貢献というのをテーマに掲げられておられまして、こういったテーマを基に

ですね、例えば、水上っ子タイムトンネルであったりとか、職場体験とか、子ども

議会ですとか文化祭での発表などに取り組んでおられるところでございます。 

   このほかにもですね、教育委員会のほうでは、社会教育事業といたしまして、前

期課程の４年生から６年生までを対象に奉仕体験活動のふるさと塾といった中で水

上村が誇る豊かな自然とか昔からの伝わる伝統文化などを体験するといったものが

あったりとか、広域的な取組では、先ほどこの２つ、教育長の方針の中にもありま

したけれども、球磨郡公民館連絡協議会のくまっ子リーダー体験塾とかですね、そ

ういったもので、これは水上村のみならず、人吉球磨地域の様々な魅力を体験でき

る事業といったものになりますけれども、こういったものに取り組んで自分たちが

暮らす地域についていいところだなというふうに感じていただく、学ぶ機会を提供

しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 水上村総合計画に掲げてあります学校教育、社会教育の施策に

加えまして、ただいま御説明ありましたが、学校が作成する学校経営案に示される

郷土愛を育むふるさと学習水上学、これに関しましては、私、昨年、水上学園の文

化祭に出席いたしましたときに、日頃の学習がとても生かされているように感じま

した。ただいまございましたように、第１ステージから第３ステージに応じて学年

ごとに水上村の魅力発見や気づき、課題を見つけ、その解決法や提案などよく調べ、

工夫し、分かりやすく劇で表現したり、モニターを使ってのまとめや報告など皆さ

んで趣向を凝らした発表となっておりまして、この郷土愛を育む学校目標が実践さ

れていると感じました。その成果に関心いたしますとともに、この児童生徒の成長

を喜び、実際に指導にあたっておられます教職員の皆様に敬意を表したところでご

ざいます。 

   このような児童生徒の心身の成長や食育に欠かせない給食、この給食費の無償化

や様々な就学援助は地域全体で子どもを育てるという本村の意思の表れであると考

えます。こうした施策の趣旨や背景を生徒自身が知ることは、地域に支えられてい

る実感を持ち、郷土への愛着や将来の地域参画意識を育むきっかけにもなるのでは
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ないかと思いますが、教育的観点からの見解をお伺いします。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） はい、お答えいたします。 

   水上村が行っております様々な支援の趣旨や背景を生徒自身が学ぶことというの

は、学習する場合には一定程度ですね、配慮というものを必要にはなりますけれど

も、とても重要であるというふうに認識をいたしております。現在行っております

支援制度につきましては、都市部と地方の経済的格差の解消というものに主眼を置

いて制度を作ってこられたものでございます。 

   近年では物価高ですとか、国際的な問題に伴う資材の高騰とかですね、そういっ

たものにも対応してきているというところでございます。 

   例えば、それらの政策ですとか、背景を知ることによりまして、自分は地域から

も大事にされているんだなとか、地域から支えられているというふうな実感に繋が

ったりとか、逆にですね、地域を支える側の視点も学ぶことができるというふうに

考えているところでございます。 

   これらの学習を教育的な観点から見ますと、公共性というものに対する理解を深

めるということであったりとか、地域への信頼感を醸成することによりまして、近

年、日本の子どもたちに不足していると言われておりますけれども、自己肯定感と

いうものとか、郷土愛というものを育むことにも繋がるものというふうに考えてお

ります。 

   また、本村では教育委員会以外でも、例えば、保健福祉課所管で行っております

子ども医療費の無償化とか、各種のワクチン接種に対する補助ですとか、保育所の

保育料についても所得に関わらず無償化をしておりますので、このほかにもライフ

ステージに沿った様々な支援を行ってきているところでございます。これらも併せ

てですね、学ぶことによりまして、これまで以上に地域との関わりですとか、その

支援について考えてもらうきっかけづくりにはなるというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ただいま教育委員会以外の所管で取り組まれている支援につき

ましても御説明いただきましたが、このような本村の様々な子育てに関する支援策

を生徒が学習することは教育的観点からも、ただいま公共性に対する理解、地域へ

の信頼感や郷土愛を育むことに繋がるのではないかとの御答弁をいただきました。

そのような方向性を形成していくためにも生徒たちが税金の仕組みや役割、納税の

意義について学ぶ租税教育として外部から講師を招いての出前授業なども行われて

いるようでございますが、このような総合的な学習の時間等を利用して本村の様々
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な支援策について子ども議会や租税教育と合わせて、村の予算と教育を学ぶ機会づ

くりとして生徒たちが等しく学ぶための授業に展開できないかと思うわけです。当

然、授業日数やカリキュラムなど学習指導要領や学校現場の負担等もあり、協議も

必要ではあるとは思いますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） お答えいたします。 

   昨年の７月に水上学園から依頼がありまして、村長に代わりまして私が学園に出

向きまして、後期課程の生徒を対象に出前講座を行う機会がございました。内容と

いたしましては、租税教育、今議員おっしゃられたですね、租税教育としての税に

関する話とかですね。あとは国、それから地方と、あとは水上村の財政についての

話、それから役場の関係各課の、役場の全部の課ですね、各課の令和７年度の主な

取組についてほんの一部ではございましたけれども、お話をさせていただいたとこ

ろでございます。１コマで５０分といった限られた時間の中でございましたので、

生徒の皆さんにどれだけのことをちょっと伝えることができたかは、ちょっと分か

らないんですけれども、授業中は生徒の皆さんも一生懸命になってこちらを見つめ

ながら、メモを取りながらですね、話を聞いていただいたことは今でも頭の中に残

っているというところでございます。本当に真剣に聞いていただいたなというふう

に思っています。 

   その出前授業で学習したことがですね、子ども議会の質問等にも繋がっているの

ではないかなというふうに考えているところでございます。 

   ただいま議員から御提案いただいた件でございますけれども、役場の様々な取組

についてですね、より詳しく学ぶ機会を持つということで、生徒たちも当然学びを

深めることができますし、一人一人が感じること、それから、それぞれに伝わるこ

とというのはより多くなるというのは間違いないというふうに思っております。 

   子どもの育ちで、自分の家庭だけではなくてですね、地域の方とか、行政からも

支援されているということを学びますことは、先ほども申しましたけれども、繰り

返しになりますけれども、自己肯定感にも繋がりますし、社会に参画する社会参画

意識のきっかけづくりというものにもなることである。大変有意義であるというふ

うに思っております。 

   また、後期課程に話に行きましたけれども、７年生で学んだ子たちは、来年も同

じようにですね、８年生でも学ぶ機会があり、また、９年生でも学ぶ機会があると

いうことで、継続して学び続けていただくと、より一層そういったことに対する理

解も深まってくるというふうに思います。 

   議員おっしゃられましたとおり、授業実数の関係ですとか、学習指導要領に則っ
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てとかいうところもございますけれども、私たちといたしましては、学園とも今後

協議が必要ではありますけれども、積極的な取組に繋がるようにですね、教育委員

会としても今後努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 本村の子育て等に関する支援策の中でも令和６年度決算額では

ございますが、高等学校等通学費等補助金が５９名分で５４４万１,８００円、語

学検定料補助金が英検３４名、漢検１２３名分、４９万８,１００円、家庭学習等

のための通信費補助が８８世帯分、２５０万４,９６２円、体験学習及び修学旅行

助成金が３１名分、１９０万４,１２１円で、計１,０３４万８,９８３円、これに

教職員分を除く給食材料費、こちらが８８３万１,５８６円を加えた、合計で１,９

１８万５６９円が教育支援のための公費として支出をされております。ほかの自治

体にはない本村独自のこのような支援策につきまして、本村の生徒が学習、理解す

る機会もなく知らないままで卒業し、巣立っていってもいいものなのか。本村にお

きましても少子高齢化や若年層の流出が進行し、地域社会の持続的発展を担う人材

の育成が重要課題となっております。地域への愛着と誇りを持ち、将来的に地域社

会の発展に寄与する人材を育てることは教育行政の重要な使命であると思います。

郷土愛を育む教育が何らかの形で将来的に水上村と関わり、離れても応援したくな

る故郷、戻って貢献したいと思える故郷として持続可能な村づくりの基盤形成に繋

がりますことを御期待いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君の一般質問を終わります。 

   以上で、一般質問を終わります。 

ここで昼食のため暫時休憩します。再開を１３時といたします。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第５ 議案第１号 水上村固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

○議長（那須良策君） 日程第５ 議案第１号 水上村固定資産評価審査委員会委員の

選任同意についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。中嶽村長。 

○村長（中嶽弘継君） 議案書①の２ページをお開きいただきたいと思います。 
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   議案第１号 水上村固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてでございま

すが、固定資産評価審査委員会委員として、次の者を選任したいので議会の同意を

求めるものでございます。 

   氏名は甲斐陽子、生年月日が昭和３０年１月１日、住所が水上村大字岩野５１１

番地２です。任期につきましては、令和８年の３月１２日から令和１１年の３月１

１日までの３年間でございます。 

   委員を選任するにあたりましては、地方税法第４２３条第３項の規定によって議

会の同意を求める必要があるためでございます。 

   今回提案いたします甲斐さんにつきましては、今回が４回目の提案でございます。

以前に熊本県で勤務したり、あとは土地家屋調査事務所、そういったことに勤務し

ておられまして、固定資産業務につきましても非常に評価に関する識見が高うござ

いまして、いろいろ今までの会議の中でもしっかりとした発言をしていただいてお

りますし、適任だと思っておりますので、今回も再提案をさせていただいたところ

でございますので、どうぞ御審議方よろしくお願いしたいと思います。お世話にな

ります。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件に同意することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１号 水上村固定資産

評価審査委員会委員の選任同意については、原案のとおり同意することに決定いた

しました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第６ 議案第２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（那須良策君） 日程第６ 議案第２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改
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正する条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、議案書の３ページを御覧いただきたいと思

います。 

議案第２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について説

明いたします。 

水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議会の議決を

求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、水上村国民健康保険税条例の一部を改正するにあたり、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるため

でございます。 

次のページをお願いいたします。 

ここに改め文がございますけれど、内容の説明につきましては、議案説明資料②

の２ページを御覧いただきたいと思います。 

今回の条例改正では、国民健康保険税賦課方式の変更でございます。国民健康保

険税（介護納付金分）の賦課方式の変更理由についてですが、平成３０年度から国

民健康保険の運営主体が熊本県となり、令和１２年度から同じ所得水準世帯構成で

あれば、県内どこに住んでいても同じ保険税になることを熊本県国民健康保険運営

方針において示されています。これに基づきまして、現在、課税方式を医療分、後

期高齢者支援金分、介護納付金分の３つの賦課区分に対しまして、所得割、均等割、

平等割の３方式で算定して賦課しておりますけれど、令和８年度から３つの賦課区

分にある３つの賦課方式を県の運営方針に合わせまして、介護納付金分の平等割を

均等割に割り振った２方式へ変更するものでございます。賦課方式が３方式から２

方式へ変更する介護納付金分につては、４０歳から６４歳の被保険者が課税対象で

ございます。令和７年度介護納付金分の平等割が５,５００円であったものを令和

８年度からは平等割を均等割りに振り替えて１万５,０００円とするものです。な

お、所得割合に応じて均等割と平等割については、国の制度により７割、５割、２

割の軽減割合がございますので、これにつきましても同様に、平等割を均等割に割

り振るものでございます。これにつきましては、国保運営協議会で意見を伺いまし

て了承を得ましたので、先般２月の全員協議会で説明したものでもございます。 

また、資料３ページから５ページにかけまして新旧対照表を載せておりますので

御確認ください。 

以上で、議案第２号 水上村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついての説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 
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○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

３番、小川恵さん。 

○３番（小川 恵君） はい、３番、小川です。２点質問させていただきます。 

   この平均的な所得の世帯と、あと低所得者世帯などで改正において年間どのくら

い上がるのか。 

   と、もう一つは、この条例の改正にあたりこれまで受けられていた軽減措置が受

けられなくなる世帯があったりするのかっていう２点をお尋ねします。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、お答えいたします。 

   まず、最初の御質問でございますけれども、今回の軽減措置によりまして、前回

の全員協議会でもちょっと資料をお示ししましたけれども、例えば、夫婦世帯で子

どもさんが３人いらっしゃる場合、想定したときに年間で４９万円ほどの国民保険

料の世帯課税分がございます。そこで比較しました場合に、今回、平等割を均等割

に持って行ったときに５,５００円ほどのですね、試算ということでしております

ので、若干の微増がございますけれども、特に大幅に変更はないものと思っており

ます。 

   また、今回ですね、これを平等割から均等割に割り振った場合に、世帯に応じて、

また世帯の人数に応じてそれぞれ増える方、減少する方おられますけれども、その

辺のちょっと家族世帯、ニーズについての把握はまだできていない状況でございま

す。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２号 水上村国民健康
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保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第７ 議案第３号 水上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第７ 議案第３号 水上村消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） それでは、議案書①５ページをお願いいたします。 

議案第３号 水上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について御説明を申し上げます。 

水上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

の制定につきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、水上村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例の一部を改正するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   次のページが改め文でございます。説明につきましては、資料②８ページの新旧

対照表にて御説明申し上げます。 

   今回、２月の全員協議会で御説明申し上げましたとおり、消防団の組織再編に伴

い、第２条、定員におきまして、定員を２００人から１６０人とし、階級別定員を

次表のとおり改めるものでございます。これによりまして幹部団員と普通団員の合

計が６０人減の１２０人、消火協力隊が２０名増の４０人、合計の１６０人となる

ものでございます。 

   前のページ、６ページ、７ページには全員協議会で御説明申し上げました資料を

掲載してございますので、こちらは後ほど御覧ください。 

   施行期日につきましては、令和８年の４月１日からといたしてございます。御審

議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） はい、７番です。 

   今の消防団員の年齢層が分かれば、人数ですかね、１０代、２０代、３０代、４

０代、５０代っていう年齢が何人ぐらいかというのが分かれば教えてください。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 
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○総務課長（田代浩章君） お答えいたします。 

   年齢層については、現在、ちょっと手持ちの資料ではございませんので、後もっ

て集計した年齢層につきましてお示しをさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（那須良策君） ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） ある消防幹部からちょっと話を聞いたんですけれども、４０代

がものすごく多く、あと２年後にはまた再編成せんばんとっじゃないかということ

を聞きましたけれども、そういった先を見た話しっていうのは幹部会では今まであ

ったでしょうか。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） ただいまの御質問ですけれども、現在、２年かけて組織の

再編を行いまして、今度２分団の１４班体制から２分団の５部体制というところに

持っていくところでございますが、その先の再編成に関しましては、現在のところ

幹部会のほうでは議論はなされてないところでございます。４月１日から新しい組

織再編、体制でスタートしますので、その後の幹部会等でですね、今後の方針につ

いてはまたさらに議論を深めていく形になると考えてございます。 

○議長（那須良策君） ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） はい、新たな消防団員の加入も難しい今ですけれども、幹部に

なる方もいなくなってきたというふう話を聞いております。今後、新しい団員の募

集に全力を尽くしていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３号 水上村消防団員

の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、
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原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第８ 議案第４号 水上村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第８ 議案第４号 水上村介護保険条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、議案書７ページをお願いいたします。 

議案第４号 水上村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について説明いた

します。 

水上村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議会の議決を求める

ものです。 

提案理由といたしまして、水上村介護保険条例の一部を改正するにあたり、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるためでご

ざいます。 

   次のページをお願いいたします。ここに改め文がございますが、内容につきまし

ては、議案説明資料の９ページをお願いいたします。 

   ２月の全員協議会で説明申し上げました条例改正でございます。令和７年度税制

改正において住民税に係る給与所得控除の最低保障額を５５万円から６５万円に引

き上げられました。これによりまして、介護保険制制度では、保険料段階に変更が

生じ、想定しない保険料の収入不足を防ぐため、税制改正前の給与所得控除で合計

所得を算定し、令和７年度の介護保険料の所得段階から変動が生じないものとする

特例が所得税法等の改正に伴い、介護保険料施行令附則において定められました。 

   また、給与等の上昇に伴い、令和７年度住民税非課税者が令和８年度住民税課税

者と場合になったときにおいても、国の制度改正を踏まえ、介護保険料の負担を軽

減するには、令和８年度限定による減免等の規定が必要となることから、今回、水

上村介護保険条例の一部改正を行うものでございます。 

   これにつきましては、申請によらない職権対応を可能とするもので規定しており

ます。 

   なお、資料の１０ページに新旧対照表を載せておりますので御確認いただきたい

と思います。 

   以上で議案第４号 水上村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての

説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第４号 水上村介護保険

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第９ 議案第５号 水上村公園施設条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第９ 議案第５号 水上村公園施設条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） それでは、議案書９ページ、議案第５号 水上村公園

施設条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

水上村公園施設条例の一部を改正する条例の制定について、議会の議決を求める

ものでございます。 

提案理由といたしまして、水上村公園施設条例の一部を改正するにあたり、地方

自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるためでご

ざいます。 

次のページが改正分ですが、②の議案説明資料１１ページ新旧対照表で説明をい

たします。 

   条例の別表１に各施設が記載されておりますけれども、撤去いたしました施設に

ついて整理するもので、下線部分のダム湖展望所の部、便所の項を削り、水上カン

トリーパークの部、モマロープの項を削り、高城公園の部中、便所、木造、２０.

０、昭和６３年、湯山字高城４１０を削るものでございます。 

   本来ならば撤去後速やかに改正すべきところでしたが、今回の上程になり大変申

し訳ございませんでした。 

   施行日につきましては、公布の日からでございます。 
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   御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） はい、６番です。 

   えっとすみません、場所がちょっと分からんもんでから、場所を教えて欲しいん

ですが、ダム湖展望所は分かります。カントリーパークも分かります。高城公園の

この撤去するトイレ、便所ですね、それとあと３か所便所という名目があるんです

が、どけあっとですか。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 高城公園のことですよね。 

○６番（荒嶽 晋君） はい。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 高城公園につきましては、１つは、高城山のところに

ちょっと撤去せずに形が残っているものがございます。それと下の便所につきまし

ては、字名繋でございまして、馬場の西のほうにあたりますけれども、対岸の汗の

原公園から見るといわゆる東屋があるところ、あそこになります。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） ちょっと今一分からんですけど、汗の原から見たほうの東屋近

くのトイレは分かりました。以前、高城からグランドゴルフされてたところにあっ

たトイレは撤去されて、それがなくなったということですか。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） おっしゃるとおりで、それがなくなったということで

す。 

○６番（荒嶽 晋君） あともって地図で教えてください。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 
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本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第５号 水上村公園施設

条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１０ 議案第６号 水上村工場等設置奨励条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（那須良策君） 日程第１０ 議案第６号 水上村工場等設置奨励条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） それでは、議案書１１ページ、議案第６号 水上村工

場等設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

水上村工場等設置奨励条例の一部を改正する条例の制定について、議会の議決を

求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、水上村工場等設置奨励条例の一部を改正するにあたり、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要があるため

でございます。 

   次のページが改正文です。条例第２条に引用しております日本標準産業分類が令

和５年に改定され、令和６年４月から適用されており、適用前に条例を改正すべき

ところを失念していたものでございます。大変申し訳ございませんでした。 

   内容の説明を②の議案説明資料１２ページの新旧対照表で説明いたします。 

   第２条中に引用しております日本標準産業分類が新たに告示されましたので、平

成２５年総務省告示第４０５号を令和５年総務省告示第２５６号に改めるものでご

ざいます。 

   施行日は、公布の日からでございます。 

   御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 
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本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第６号 水上村工場等設

置奨励条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１１ 議案第７号 水上村新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する

条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第１１ 議案第７号 水上村新型コロナウイルス感染症対

策基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 続きまして、議案書１３ページ目をお願い

いたします。 

議案第７号 水上村新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例の制

定につきまして御説明を申し上げます。 

水上村新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例を制定するにあた

り、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由としまして、水上村新型コロナウイルス感染症対策基金の初期の目的を

果たされたため、条例を廃止するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

理由としましては、水上村新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止するた

めでございますが、当基金条例につきましては、令和２年に造成したものでござい

ます。この基金を活用して新型コロナウイルス対策商工業制度、資金利子、補給補

助金を令和２年度から令和６年度まで実施し、基金の初期の目的が果たされたため

でございます。 

開けて１４ページをお願いいたします。 

附則につきましては、本年度の４月１日をもって廃止させていただきたいと思い

ます。 

以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第７号 水上村新型コロ

ナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例の制定については、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１２ 議案第８号 水上村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第１２ 議案第８号 水上村特定乳児等通園支援事業の運

営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） それでは、議案書の１５ページをお願いいたします。 

議案第８号 水上村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について説明いたします。 

水上村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、

議会の議決を求めるものです。 

提案理由としまして、水上村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例を制定するにあたり、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会

の議決を経る必要があるためでございます。 

   次のページに条例の全文がございますけれども、内容につきましては、議案説明

資料のほうで説明いたします。１３ページをお願いいたします。 

   ２月の全員協議会で説明いたしました条例制定でございます。 

   本議案は、子ども子育て支援法等の一部改正によりまして、国が創設したこども

誰でも通園制度に基づき、条例を制定するものです。 

   この制度は、生後６か月から満３歳未満の未就園児が一定時間通園できる制度で

す。国が示す月１０時間まで利用可能枠の中で、親の就労要件を問わず時間単位で
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柔軟に利用できる新たな通園制度でございます。これにより、１２月の定例会にお

いては、水上村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制

定し、運営事業者の責務、安全計画、災害対策、衛生管理、虐待防止、秘密保持、

設備基準、年齢区分に応じた職員配置等基本事項を定めたところでございます。こ

れによりまして、今回の条例では、実際に事業を運営するための事業を実施する事

業者が守るべき運営上の基本的なルールを定めるものでございまして、利用定員、

利用の手続き、費用の取り扱い、職員体制、安全管理など事業を適切に運営するた

めの基準を定めるものでございます。 

   次の１４ページをお願いします。 

   概要でございますが、本事業の利用対象者は、先ほど申し上げました、保育所等

に通っていない６か月から３歳未満の幼児です。利用時間は月１０時間を上限とし、

利用料は国の基準、１時間３００円で、利用に応じて４分の３の国の補助、県８分

の１の支援給付が受けられます。 

   １５ページをお願いいたします。 

   中ほどに利用料・給付の標準例がございますが、この制度では、国・県の支援給

付制度も確立されており、これにより保護者の負担も十分に抑えられていることか

ら、本村では、国の制度事業といたしまして無償化することなく、国が示す１時間

３００円の利用料とし、利用料や利用時間等を含めた要綱を別に定めることとして

おります。 

   利用計画では、子育て支援センターの休館日でございます火曜日を基本として、

利用者の希望日を調整しながら国が示す１人当たり月１０時間を上限に実施する予

定です。 

   利用者は、村内の当該年齢の幼児が見込まれますが、保育所への入所希望もおり、

現在、本村で把握できる利用者は見込んでおりません。 

   制度開始後、利用希望があった場合には、事前に保護者に協議をし、職員も適切

に配置しますので、現保育所の体制で対応できるものでございます。 

   以上が事業の概要となりますけれども、条例の内容につきましては、議案書に戻

っていただきまして、１６ページを御覧いただきたいと思います。 

   条例の主な制定内容について御説明申し上げます。 

   １６ページから１７ページにかけまして、第１章、総則におきまして、本条例の

趣旨及び特定乳児等通園支援事業者の基本的な運営の考え方について定めておりま

す。 

   １７ページから２４ページにかけての第２章、特定乳児等通園支援事業者の運営

に関する基準につきましては、事業を適切に運営するための具体的な基準について
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定めております。 

   第３章、雑則につきましては、条例の施行に関して必要な事項として、電磁的記

録などを定めております。 

   以上、本条例は、国が創設したこども誰でも通園制度に係る特定乳児等通園支援

事業について、事業者の運営基準を定めるものであり、既に制定しております保育

所運営のための特定教育保育施設等の運営に関する基準を定める条例と同様に国の

基準に基づき運営ルールを条例として定めるものでございます。 

   以上で議案第８号 水上村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定についての説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第８号 水上村特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１３ 議案第９号 財産の処分について（村有林） 

○議長（那須良策君） 日程第１３ 議案第９号 財産の処分について（村有林）を議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 議案書２７ページ、議案第９号 財産の処分について

（村有林）説明いたします。 

   次のとおり財産を処分することについて、議会の議決を求めるものでございます。 

   財産の処分といたしまして、水上村大字湯山字崩ノ尾、狸穴の村有林でございま

す。 
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提案理由につきましては、財産の処分につきまして、地方自治法第９６条第１項

第８号及び水上村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第３条の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   次のページ、２８ページをお願いいたします。 

   処分いたします財産の（１）処分する財産の所在地、種別及び数量でございます

が、所在地が球磨郡水上村大字湯山字崩ノ尾４５４番地の１、同じく４９４番地の

１４、球磨郡水上村大字湯山字狸穴２５０７番地の１、同じく狸穴２５０７番地の

５でございます。種別は村有林、材積はヒノキの他４４８.５９立方メートルでご

ざいます。 

   （２）の処分の方法ですが、森林環境保全整備事業委託者の契約。 

   処分の目的ですけれども、森林環境保全整備事業に伴う間伐ということでござい

ます。 

   （４）の処分金額ですが７２０万１,８２２円。 

   処分の相手方は、熊本県球磨郡水上村大字岩野１６０番地、名称が上球磨森林組

合、代表理事組合長、廣瀬親吾。 

   処分年月日は令和７年１２月３１日でございます。 

   以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第９号 財産の処分につ

いて（村有林）は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１４ 議案第１０号 工事請負変更契約の締結について（陸上競技場用地造成

工事１工区） 
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○議長（那須良策君） 日程第１４ 議案第１０号 工事請負変更契約の締結について

（陸上競技場用地造成工事１工区）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 続きまして、議案書２９ページをお願いい

たします。 

議案第１０号 工事請負変更契約の締結につきまして御説明申し上げます。 

水上村陸上競技場用地造成工事（１工区）契約について、下記のとおり変更する

にあたり、議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由としまして、請負金額を変更するにつき、地方自治法第９６条第１項第

５号の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   令和７年１２月１７日の臨時議会におきまして、第１回請負契約の議決をいただ

き、今回、第２回目の変更契約の締結をお願いするものでございます。変更前請負

金額が１億９３０万９,６６８円、変更後請負金額が１億１３万６,８５１円となり、

９１７万２,８１７円の減額変更をお願いするものでございます。 

   今回、第２回目としての変更契約の議決をお願いします土木工事は、株式会社武

田建設が受注施工している工事でございます。今回の変更につきましては、旧湯山

小学校への新たな進入路につきまして、現在、路側構造物が完了し、車両の通行は

できる状況となっておりますが、第２工区造成工事に伴い、現在の道路がなくなる

ため、旧湯山小学校改修工事への工事用道路の確保が必要となります。また、工事

用道路の確保に合わせて湯山地域交流センターや体育館利用者の交通の便を考慮し、

舗装工、防護柵工、排水構造物工等の一部の工種について施工時期を見直し、今回、

減額変更するものでございます。 

   なお、今回減額する舗装工事等につきましては、翌年度、駐車場舗装工事を発注

する際に合わせて施工することとしております。 

   以上で説明を終わります。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 
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○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１０号 工事請負変更

契約の締結について（陸上競技場用地造成工事１工区）は、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

お諮りします。日程第１５ 議案第１１号から日程第１９ 議案第１５号まで関

連がありますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１５ 議案第１１号 村道の廃止について（高城小学校線） 

日程第１６ 議案第１２号 村道の廃止について（小学校神揚線） 

日程第１７ 議案第１３号 村道の廃止について（覚井高城線） 

日程第１８ 議案第１４号 村道の認定について（小学校神揚線） 

日程第１９ 議案第１５号 村道の認定について（覚井馬場線） 

○議長（那須良策君） 議案第１１号 村道の廃止について（高城小学校線）、議案第

１２号 村道の廃止について（小学校神揚線）、議案第１３号 村道の廃止につい

て（覚井高城線）、議案第１４号 村道の認定について（小学校神揚線）、議案第

１５号 村道の認定について（覚井馬場線）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号 村道の廃止

について、議案第１４号、議案第１５号 村道の認定につきましては関連がござい

ますので一括して御説明申し上げます。 

   議案書３０ページをお願いいたします。 

   議案第１１号 村道の廃止について御説明申し上げます。 

   水上村の村道路線を、別添調書のとおり廃止するにつき議会の議決を求めるもの

でございます。 

   提案理由につきましては、村道路線を廃止するにつき、道路法第１０条第３項の

規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書３１ページ、村道廃止路線調書に併せまして、右肩番号②議案説明資料１

６ページ、村道廃止路線見取図をお願いいたします。 

   整理番号２－１４、路線名、高城小学校線、起点、湯山字馬場、終点、湯山字覚
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井、主な経過地につきましては、馬場公民館前、馬場美尾谷線より湯山小学校まで

を結ぶ路線でございます。高城小学校線につきましては、陸上競技場整備に伴い、

高城公園横から旧湯山小学校までの道路がなくなり、終点部の変更が生じるため路

線の廃止をお願いするものでございます。 

   続きまして、議案書３２ページをお願いいたします。 

議案第１２号 村道の廃止について御説明申し上げます。 

   水上村の村道路線を、別添調書のとおり廃止するにつき議会の議決を求めるもの

でございます。 

   提案理由につきましては、村道路線を廃止するにつき、道路法第１０条第３項の

規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書３３ページ、路線調書に併せまして、議案説明資料１７ページ、見取図を

お願いいたします。 

   整理番号２－１５、路線名、小学校神揚線、起点、湯山字覚井、終点、湯山字神

揚、主な経過地につきましては、湯山小学校正門より覚井本野線、覚井宮原線を交

差し、スクールバス車庫前、湯山縦断線交点までを結ぶ路線でございます。小学校

神揚線につきましては、起点部が旧湯山小学校体育館横となっておりますが、陸上

競技場整備に伴い、起点部の変更が生じるため路線の廃止をお願いするものでござ

います。 

   続きまして、議案書３４ページをお願いいたします。 

議案第１３号 村道の廃止について御説明申し上げます。 

   水上村の村道路線を、別添調書のとおり廃止するにつき議会の議決を求めるもの

でございます。 

   提案理由につきましては、村道路線を廃止するにつき、道路法第１０条第３項の

規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書３５ページ、路線調書に併せまして、議案説明資料１８ページ、見取図を

お願いいたします。 

   整理番号２－５４、路線名、覚井高城線、起点、湯山字覚井、終点、湯山字神揚

となります。主な経過地につきましては、覚井本野線、椎葉和広宅前より高城公園

までを結ぶ路線でございます。高城小学校線につきましては、陸上競技場整備に伴

い、路線全てがなくなるため、路線の廃止をお願いするものでございます。 

   なお、以上３路線廃止路線調書にございます主な経過地の名称等につきましては、

村道認定時の表記でございます。 

   続きまして、議案書３６ページをお願いいたします。 

議案第１４号 村道の認定について御説明申し上げます。 
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   水上村の村道路線を、別添調書のとおり認定するにつき議会の議決を求めるもの

でございます。 

   提案理由につきましては、村道路線を追加認定するにつき、道路法第８条第２項

の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書３７ページ、路線認定調書に併せまして、議案説明資料１９ページ、村道

認定路線見取図をお願いいたします。 

   整理番号２－１５、路線名、小学校神揚線、起点、湯山字覚井、終点、湯山字神

揚となります。主な経過地につきましては、旧湯山小学校地域交流センターより覚

井本野線、覚井宮原線を交差し、スクールバス車庫前湯山縦断線交点までを結ぶ路

線でございます。今回、陸上競技場造成工事及び駐車場整備工事に伴い、起点が旧

湯山小学校体育館前から地域交流センター前へと変更となるため、路線の追加認定

をお願いするものでございます。 

   続きまして、議案書３８ページをお願いいたします。 

議案第１５号 村道の認定について御説明申し上げます。 

   水上村の村道路線を、別添調書のとおり認定するにつき議会の議決を求めるもの

でございます。 

   提案理由につきましては、村道路線を追加認定するにつき、道路法第８条第２項

の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   議案書３９ページ、村道認定路線調書に併せまして、議案説明資料２０ページ、

村道認定路線見取図をお願いいたします。 

   整理番号２－７８、路線名、覚井馬場線、起点、湯山字覚井、終点、湯山字馬場

となります。主な経過地につきましては、覚井本野線より高城公園横をとおり、馬

場美尾谷線交点までを結ぶ路線でございます。今回、陸上競技場整備工事に伴い、

覚井高城線の代替え道路として整備するにあたり、路線の追加認定をお願いするも

のでございます。 

   以上、説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） 湯山に長年住んでおきながら、ここが村道だったのかとびっく

りしたところがございました。高城小学校線、何ですかね、木工所のとこまではで

すね、高城公園の馬場からの高城公園の入り口のところまではアスファルト舗装、

その先は砂利で木工所までは車も進入できていたんですが、その先は人が歩くのが

精一杯というふうな道だったんで、あそこが村道というのがびっくりしたんですが、
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村道の規格の規定とかはなかとですかね。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） お答えいたします。 

   村道の認定につきましては、議会で議決を経るものでございまして、起点、終点、

主な経過地等を認定いただければ村で管理することとなります。現在、実際舗装道

路でなくても通行、歩行できるような村道でも認定している路線はございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） はい、６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） 答弁ありがとうございました。勉強になりました。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

これより議案ごとに討論・採決を行います。 

議案第１１号 村道の廃止（高城小学校線）について討論を行います。討論あり

ませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１１号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第１２号 村道の廃止（小学校神揚線）について討論を行います。討論あり

ませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１２号は、原案のとお
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り可決することに決定いたしました。 

議案第１３号 村道の廃止（覚井高城線）について討論を行います。討論ありま

せんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１３号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第１４号 村道の認定（小学校神揚線）について討論を行います。討論あり

ませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１４号は、原案のとお

り可決することに決定しました。 

議案第１５号 村道の認定（覚井馬場線）について討論を行います。討論ありま

せんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１５号は、原案のとお

り可決することに決定しました。 
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ここで、暫時休憩します。再開を１４時１５分といたします。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第２０ 議案第１６号 県営農業競争力強化農地整備事業に係る分担金額の決定

について（諏訪溝・小屋谷溝） 

○議長（那須良策君） 日程第２０ 議案第１６号 県営農業競争力強化農地整備事業

に係る分担金額の決定（諏訪溝・小屋谷溝）についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 議案書４０ページ、議案第１６号でございます。 

   県営農業競争力強化農地整備事業に係る分担金額の決定についてを説明いたしま

す。 

   県営農業競争力強化農地整備事業に係る分担金額を別添のとおり定めるにつき、

議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由ですが、分担金の額、徴収時期、方法を決定するにあたり、地方自治法

第９６条第１項第４号及び県営土地改良事業分担金徴収条例第３条第２項の規定に

より、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   次のページを御覧ください。 

   令和７年度県営農業競争力強化農地整備事業に係る分担金額明細書でございます。

１の事業主体は、熊本県、事業地区につきましては、岩野地区の諏訪溝と小屋谷溝、

事業内容につきましては、圃場整備・小屋谷溝の改修工事でございます。 

   ４の事業費は、令和７年度の全体事業費といたしまして１,２００万円。 

   ５の町村毎対象事業費につきましては、小屋谷溝の施工区域内には、多良木町も

含まれますことから、施工区域内の面積に応じて多良木町と取り交わしております

覚書により、当該年度の事業費を水上村９７.５％、多良木町２.５％にてそれぞれ

負担することとしております。よって、水上村分が１,１７０万円、多良木町分が

３０万円となります。 

   ６の国県補助金等につきましては、国県合わせまして補助率８２.５％の９６５

万２,５００円です。 

   ②の議案説明資料２１ページをお願いいたします。 

   受益者分担金額の算定基礎でございますが、県営土地改良事業分担金徴収条例の
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規定により、分担金の額は、毎年度当該事業に要する経費のうち、国または県費補

助金を差引いて得た額とし、受益者の分担割合は、受益に応じて村長が定めるとな

っており、国が定めます土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針によ

りまして、国５５％、県２７.５％、市町村１０％、合計９２.５％となりますので、

受益者の分担率は、対象事業費の７.５％の８７万７,５００円とするものでござい

ます。 

   なお、溝別分担金額につきましては、諏訪溝組合、代表者幸野敏朗、分担金額４

５万２,９０３円、小屋谷溝組合、代表者西彰次郎、分担金額４２万４,５９７円で

ございます。 

   議案書４１ページに戻っていただきまして、７の本村分担金につきましては、水

上村が９７.５％の１１７万円、受益者分担金が８７万７,５００円の合計２０４万

７,５００円が県に収める金額となります。 

   ８の受益面積につきましては、３４.１ヘクタール、９の受益戸数につきまして

は、９９戸、１０の納付期限につきましては、令和８年３月３１日とするものでご

ざいます。 

   以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１６号 県営農業競争

力強化農地整備事業に係る分担金額の決定（諏訪溝・小屋谷溝）については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第２１ 議案第１７号 団体営農業農村整備事業（農業水路等長寿命化・防災減

災型）に係る受益者負担金額の決定について 
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○議長（那須良策君） 日程第２１ 議案第１７号 団体営農業農村整備事業（農業水

路等長寿命化・防災減災型）に係る受益者負担金額の決定についてを議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 議案書４２ページ、議案第１７号でございます。 

   団体営農業農村整備事業（農業水路等長寿命化・防災減災型）に係る受益者負担

金額の決定についてを説明いたします。 

   団体営農業農村整備事業に係る受益者負担金額を別添のとおり定めるにつき、議

会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由でございますが、負担金の額、徴収時期、方法を決定するにあたり、地

方自治法第９６条第１項第４号及び水上村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関す

る条例第３条第２項の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

   ４３ページを御覧ください。 

   令和７年度団体営農業農村整備事業に係る受益者負担金額の明細書です。 

   １の事業主体は、水上村、事業地区は、高澄溝地区、事業内容につきましては、

用水路改修２,２２０メートル、事業費は、令和７年度は測量設計業務委託でござ

いまして１,６５０万円でございます。内訳は、国県の補助金が１,１３８万５,０

００円、受益者負担金が１２３万７,５００円、村の負担金が３８７万７,５００円

です。 

   ②の議案説明資料２２ページをお願いいたします。 

   受益者負担金額の算定基礎でございますが、水上村営土地改良事業の経費の賦課

徴収に関する条例第３条の規定により、受益者から徴収する負担金の総額は、当該

事業に要する経費から当該事業に対し交付を受ける国または県の補助金の額を控除

した額を超えない範囲内において村長が定めるとなっており、②の団体営農業農村

整備事業の受益者負担金については、岩野地区で実施される県営土地改良事業の受

益者負担率と同率の７.５％とし、全体事業費に受益者負担率を乗じ算出するもの

でございます。事業費１,６５０万円の７.５％の１２３万７,５００円でございま

す。 

   議案書４３ページに戻っていただきまして、４の本村の分担金といたしましては

３８７万７,５００円、受益者面積につきましてが３１ヘクタール、受益者代表は、

高澄溝組合、代表村山清張、受益戸数につきましては５０戸、８の納期限につきま

しては、令和８年３月３１日とするものでございます。 

   説明は以上でございます。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 
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質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） はい、１点お尋ねしたいと思います。 

   今回は測量設計の業務委託料ということでこの金額になっております。これが本

体工事になったときはどれぐらいの金額を見積もられておるのかをちょっと教えて

ください。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 本工事ですけれども、全体で本工事が１億２,０００

万円ほどを見込んでいるところでございますが、今回の補正予算におきまして、国

の予算が付いておりますので、その分を先に前倒しいたしまして実施をするという

ことになります。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） はい、６番です。 

   これ結局本工事に関しても受益者負担は押し述べて７.５％というところで考え

ておいてよろしいのでしょうか。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） この工事につきましてもその方向で考えております。 

○６番（荒嶽 晋君） ありがとうございました。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１７号 団体営農業農

村整備事業（農業水路等長寿命化・防災減災型）に係る受益者負担金額の決定につ

いては、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 
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日程第２２ 議案第１８号 水上村辺地総合整備計画の変更について 

○議長（那須良策君） 日程第２２ 議案第１８号 水上村辺地総合整備計画の変更に

ついてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） それでは、議案書①４４ページをお願いいたします。 

   議案第１８号 水上村辺地総合整備計画の変更について御説明を申し上げます。 

   水上村辺地総合整備計画を別添のとおり変更するにあたり議会の議決を求めるも

のでございます。 

   提案理由といたしまして、辺地総合整備計画を変更するには、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項の規定によ

り、議会の議決を必要とするためでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   水上村辺地総合整備計画書でございます。現在の計画は、令和５年度から令和９

年度までの５年間となってございます。本村には４つの辺地がございまして、今回

は江代辺地の変更でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   総合整備計画書でございます。中段の２、公共的施設の整備を必要とする事情、

こちらに赤字の下線で示してございます、読点を含んで、老朽化に伴う簡易水道施

設の維持修繕、こちらの文言を追加するものでございます。 

   次に、下段の３、公共的施設の整備計画の３段目に、厚生福祉施設、簡易水道施

設に事業費として８３０万円、財源として一般財源８３０万円、一般財源の内辺地

対策事業債の予定額に同じく８３０万円を追加するものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   こちらは施設別、年次別計画表でございますが、下段の表になりますが、令和８

年度として古屋敷地区簡易水道施設管理事業、簡易水道施設維持修繕として８３０

万円を追加するものでございます。財源は全て辺地債でございます。 

   古屋敷地区簡易水道施設につきましては、古屋敷簡易水道が平成１２年の３月、

古川簡易水道が平成１３年の５月にそれぞれ完成してございますが、完成から２５

年を経過し、古屋敷浄水場の水源ポンプ、ろ過機電動弁、送水ポンプの取替え、そ

れから、古屋敷浄水場送水ポンプの取替え等が必要となってまいりましたので、今

回、計画の変更をお願いするものでございます。 

   なお、当該予算につきましては、令和８年度簡易水道事業会計の当初予算に計上

いたしてございます。 

   以上、御審議方、よろしくお願いいたします。 
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○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１８号 水上村辺地総

合整備計画の変更については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第２３ 議案第１９号 水上村過疎地域持続的発展計画の策定について 

○議長（那須良策君） 日程第２３ 議案第１９号 水上村過疎地域持続的発展計画の

策定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 続きまして、議案書４９ページをお願いいたします。 

   議案第１９号 水上村過疎地域持続的発展計画の策定について御説明を申し上げ

ます。 

   水上村過疎地域持続的発展計画を別添のとおり策定するにつき議会の議決を求め

るものでございます。 

   提案理由といたしまして、水上村過疎地域持続的発展計画を策定するには、過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、議会の議

決を経る必要があるためでございます。 

   議案別添資料③をお開きください。こちらの２ページお願いいたします。ページ

が２段になっておりますが、数字の両側にハイフンが付いたページでございます。

下のほうのページの２ページでございます。 

   こちらは２月の全員協議会において説明いたしました資料でございます。改めて

概要につきまして御説明を申し上げます。 

   まず、１の計画の策定趣旨でございますが、国の過疎地域対策については、昭和

４５年に過疎地域対策緊急措置法が１０年間の時限立法として制定されて以来、こ
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れまで５０年にわたり特別措置が講じられてきたところでございます。 

   中段の下線のところでございますが、現在の法律は、過疎地域の持続的発展とい

う新たな理念のもと、令和３年の４月に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法という形で施行されているところでございます。 

   次に、下段の下線のところでございますが、本村においては、水上村過疎地域持

続的発展計画、前期の５年を令和３年に策定し、これまで取り組んでまいりました

けれども、令和７年度末で前期計画が終了することから、後期５年となる水上村過

疎地域持続的発展計画を策定したところでございます。計画策定にあたっては、第

６次水上村総合計画後期基本計画及び第３期水上村まち・ひと・しごと創生総合戦

略等との内容の整合性を図ったところでございます。 

   次に、２のこれまでの過疎法の変遷でございますが、そこに記載のとおり、現在

の計画につきましては、強調文字に下線で示しておりますとおり、過疎地域持続的

発展支援特別措置法、令和３年～令和１２年度までの時限立法でございます。 

   次に、３、過疎地域の指定の基本要件でございますが、①と②に記載のとおりで

ございまして、本村においては令和３年当初にクリアをしておりまして、１０年間

継続されるものでございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ３の計画の概要の１）地域の持続的発展のための基本方針では、中段の下線のと

ころでございますが、特に若年層の減少による地域の活力低下、一次産業の衰退な

ど厳しい状況にあることには変わらず、少子高齢化の傾向は高まり、さらに厳しさ

を増してくる課題も多い。今後は、限られた財源のなか、より効果のある過疎対策

を進めていく必要がありまして、次の下線部分でございますが、水上村人口ビジョ

ンの第３期と水上村まち・ひと・しごと創生総合戦略、令和７年３月の改定分、こ

ちらも踏まえまして、本村が抱える地域課題の解決のため、各種施策に取り組み、

持続的に発展していく地域づくりを進めるものでございます。 

   次の２）地域の持続的発展のための基本目標では、令和４２年の人口の目標を９

７５人とするものでございます。内閣府の推計では、令和４２年に８３０人と推計

してございますので、それを１４５人抑制していくものでございます。併わせまし

て、合計特殊出生率を令和１２年までに年間２.００人、令和１７年に年間２.１０

人を目指すものでございます。 

   次に、３）計画の達成状況の評価に関する事項でございますが、こちらは、水上

村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会におきまして、施策の調査、検証、審議

を行うものでございます。 

   ４）計画期間でございますが、強調文字の下線部分、後期として令和８年の４月
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１日から令和１２年の３月３１日までの５年間でございます。 

   ５）公共施設等総合管理計画との整合ということで、水上村公共施設等総合管理

計画との整合性を図っていくものでございます。 

   次に、各分野の現況と問題点、その対策、事業計画でございますけれども、１２

項目ございますが、時間の都合上、項目のみ申し上げます。１つ目は、移住・定

住・地域間交流の促進、人材育成でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ２つ目が産業の振興、３つ目が地域における情報化、４つ目が交通施設の整備、

交通手段の確保でございます。 

   次のページをお願いいたします。 

   ５つ目が生活環境の整備、６つ目が子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉

向上及び増進でございます。７つ目が医療の確保、８つ目が教育の振興。 

   次のページをお願いいたします。 

   ９つ目が集落の整備、１０個目が地域文化の振興等、１１個目が再生可能エネル

ギーの利用の推進、最後、１２個目がその他地域の持続的発展に関し必要な事項、

こちらでございます。 

   次に、４、過疎法に基づく国の支援策でございますが、過疎対策事業債による支

援といたしまして、ハード事業、ソフト事業におきまして過疎債の充当率１００％、

そして翌年度以降の元利償還金の７０％を交付税措置されるものでございます。 

   最後に、５の計画策定にかかる今後のスケジュールでございますが、２月１０日

に熊本県からの同意をいただいてございまして、今定例会で議決いただきました後

に、国、総務省でございますが、こちらに計画を提出する予定でございます。 

   以上が計画の概要でございます。 

   議案別添資料③の７ページからが今回の計画でございまして、後ろの方になりま

すが、４８ページをお願いいたします。 

   こちらは年度ごとの事業計画でございます。こちらは過疎債の利用の有無に関係

なく計画の項目に沿って過疎地域として持続的発展を進めていく上で必要な事業を

総合計画に基づき、全て掲載してございます。あくまでもこの計画に計上しておか

ないといざというときに過疎債を充当することができませんので、事業費を計上し

てございまして、単年度の予算へ計上を約束するものではございませんので、よろ

しくお願いいたします。 

   最後の５２ページになりますけれども、こちらに総計といたしまして、中ほどで

ございます、５年間の概算事業費として６３億４,４１９万１,０００円と計上いた

しているところでございます。 
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   以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。御審議方、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第１９号 水上村過疎地

域持続的発展計画の策定については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第２４ 議案第２０号 水上村商工会員の借入資金に関する預託について 

○議長（那須良策君） 日程第２４ 議案第２０号 水上村商工会員の借入資金に関す

る預託についてを議題といたします。 

   ここで、地方自治法第１１７条の規定により、５番、山崎隆浩君に退場を求めま

す。 

（５番 山崎隆浩君 退場） 

○議長（那須良策君） 提案理由の説明を求めます。田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） それでは、議案書５０ページ、議案第２０号 水上村

商工会員の借入資金に関する預託について説明いたします。 

   提案理由でございますが、本村商工会員の借入資金として預託を行うにあたり、

地方自治法９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を経る必要があるためで

ございます。 

   まず、１番の預託する資金の金額につきましては２,０００万円、預託する期間

は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間、３の預託する利子に

つきましては、年利０.００２％、４の預託する金融機関につきましては、熊本県

信用組合多良木支店でございます。 
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   以上で説明を終わります。御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２０号 水上村商工会

員の借入資金に関する預託については、原案のとおり可決することに決定いたしま

した。 

   ここで、５番、山崎隆浩君の入場を求めます。 

（５番 山崎隆浩君 入場） 

○議長（那須良策君） ここで暫時休憩します。再開を１５時といたします。 

－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後２時５０分 

再開 午後３時００分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

お諮りします。日程第２５ 議案第２１号から日程第２９ 議案第２５号まで関

連がありますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第２５ 議案第２１号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号） 

日程第２６ 議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第２３号 令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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２号） 

日程第２８ 議案第２４号 令和７年度水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２９ 議案第２５号 令和７年度水上村下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（那須良策君） 議案第２１号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号）、

議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

４号）、議案第２３号 令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）、議案第２４号 令和７年度水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号）、議

案第２５号 令和７年度水上村下水道事業会計補正予算（第２号）を議題といたし

ます。 

提案理由の説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 補正予算の説明につきましては、この場から説明をさせて

いただきます。 

   それでは、補正予算書⑤３ページをお願いいたします。 

   議案第２１号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号）につきまして、御

説明申し上げます。 

令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正で、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８,８８１万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６７億７,１００

万円とするものでございます。 

また、第２条におきまして、既定の地方債補正を、第２表地方債補正のとおり行

い、第３条におきまして、翌年度に繰り越して使用する経費を第３表繰越明許費の

とおり定めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

まず、歳入におきましては、各種事業の精算や国の令和７年度補正に伴う補正が

主なものでございますが、今回、５ページ上段にございます、１５款国庫支出金、

国庫補助金の災害復旧事業費補助金の減、１６款県支出金、県補助金の農林水産業

費補助金の増、１７款財産収入、財産運用収入の基金利子の増、２０款繰越金と２

１款諸収入の雑入の減、２２款村債の増、こちらが歳入の主なものでございます。 

次のページをお願いいたします。歳出におきましても全般的に各事業の精算や国

の令和７年度補正に伴う補正を行ってございますが、事業的な補正について申し上

げます。 

まず、２款の総務費の総務管理費での減債基金の積立金の増、８項の地方創生推

進費でのスポーツ環境整備事業費の増、次のページ、１１款災害復旧費の農林水産

業施設災害復旧において、事業の精算、令和８年度への組替え等による減が主なも
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のでございます。 

８ページ、９ページをお願いいたします。第２表地方債の補正でございます。今

回、事業費の増額や精算、令和８年度への組替え等により、地方債につきましても

同意額にあわせ補正をお願いするものでございます。今回、トータルで限度額を１,

８６０万円増の１１億６,６８０万円とするところでございます。また、利率のと

ころでございますが、これまで年３％以内といたしてございましたが、昨今の金利

上昇により、５％以内に補正をお願いするものでございます。詳細につきましては、

歳入事項別明細書にて御説明を申し上げます。 

１０ページをお願いいたします。第３表繰越明許費でございます。今回、１０件

の繰越しをお願いするものでございます。最初の総合行政システム費につきまして

は、国の令和７年度補正による住民記録システム、旧氏ふりがな記載改修に伴うも

ので、こちらは改修ベンダーの年度内対応が困難となってまいりましたので、今回、

補正をお願いし、全額繰越しをお願いするものでございます。 

次の２つ目、水上村経済回復活性化事業費につきましては、１月発行の第３回水

上生活応援券等、２月の全員協議会で御説明申し上げました、７月発行予定の第３

回水上生活応援券、電気料高騰補填分、そしてＬＰガス世帯向け物価高騰対応生活

者支援交付金、３つに係るもので、合計で４,６０１万円の繰越しをお願いするも

のでございます。 

次の３つ目、公営企業会計繰出金につきましては、簡易水道事業会計に係るもの

で、水道浄水場等監視カメラ設置工事、岩野地区地下水源試掘調査業務、物価高騰

対応による水道料基本料金の減免分に係るもので、合計で２,０３０万円の繰越し

をお願いするものでございます。 

次の４つ目、農業基盤整備費につきましては、国の令和７年度補正による高澄溝

用水路改修工事に伴うもので、今回補正をお願いし、全額繰越しをお願いするもの

でございます。 

次の５つ目、道路新設改良費につきましては、村道石舟五本松線道路改良工事に

伴う新無反野橋橋梁上部工工事、それから、村道岩野横断線道路改良工事に係るも

ので、球磨管内の復興需要の急増により、慢性的な労働者不足が発生し、工事完了

に遅れを生じたこと等によりまして９,２８８万円の繰越しをお願いするものでご

ざいます。 

次の６つ目、道路舗装費につきましては、村道宮原神揚線道路舗装工事に伴うも

ので、こちらも球磨管内の復興需要の急増により、慢性的な労働者不足が発生し、

工事完了に遅れを生じたこと等によりまして１,７５０万円の繰越しをお願いする

ものでございます。 
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次の７つ目、６年災林道施設災害復旧費につきましては、林道梅木鶴線災害復旧

工事（台風１０号分）と同じく、林道梅木鶴線の災害復旧工事（９月豪雨）に伴う

もので、こちらも球磨管内の復興需要の急増により、慢性的な労働者不足や積雪に

より、工事完了に遅れを生じたことから、今回１億２,７３０万円の繰越しをお願

いするものでございます。 

次に、８つ目の４年災林道施設災害復旧費につきましては、林道梅木鶴線災害復

旧工事（１工区）に伴うもので、こちらも同じく、球磨管内の復興需要の急増によ

り、慢性的な労働者不足や積雪により、工事完了に遅れを生じたことから３８０万

円の繰越しをお願いするものでございます。 

次に、９つ目、２年災林道施設災害復旧費につきましては、林道上米良大平線災

害復旧工事５号箇所に伴うもので、こちらは法面最上部の増破により関係機関との

協議が生じたため、年度内の完了が困難となったことから１億８,４００万円の繰

越しをお願いするものでございます。 

最後になります１０個目でございます。２年災公共土木施設災害復旧費につきま

しては、村道片地横才線道路災害復旧工事に伴うもので、こちらも球磨管内の復興

需要の急増によりまして、慢性的な労働者不足により入札不調が相次いだことによ

りまして１,２００万円の繰越しをお願いするものでございます。 

合計１０件の５億７,１４３万７,０００円の繰越しをお願いするものでございま

す。 

１６ページ、１７ページをお願いいたします。歳入の事項別明細書でございます。

主なものにつきまして私のほうから御説明を申し上げます。 

今回、全般的に各種事業の精算、災害復旧事業においては、事業の先送り等に伴

います減額補正を行ってございますが、まず、中段の１３款分担金及び負担金、１

目の分担金の県営土地改良事業受益者分担金につきましては、先ほど議案第１６号

でも御説明いたしましたとおり、令和７年度事業が既に整備している下里坊地区の

漏水工事のみで、面整備等においては入札不調により事業実施ができなかったこと

から減額補正をお願いするものでございます。 

次の団体営土地改良事業受益者分担金につきましては、高澄溝用水路改修に伴う

もので、本年度は測量設計業務のみでございましたが、工事分について、国の令和

７年度補正予算の採択を受けましたので、４７０万２,０００円の補正をお願いす

るものでございます。 

次に、下段のほうになりますが、１５款国庫支出金、２項国庫補助金の１目総務

費補助金、４節の地方創生臨時交付金の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

につきましては、２月の全員協議会で御説明申し上げました予算措置額と実交付額
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との差額分７１２万５,０００円について補正をお願いするものでございます。 

次のページをお願いいたします。上段の４目土木費補助金、２節道路事業費補助

金の社会資本整備総合交付金につきましては、村道石舟五本松線道路改良工事に伴

う新無反野橋橋梁上部工工事に係るもので、事業の精算によりまして減額補正をお

願いするものでございます。 

次の６目災害復旧事業費補助金の３節６年災林道施設災害復旧事業費補助金につ

きましては、林道梅木鶴線災害復旧工事（台風１０号分）と同じく、梅木鶴線の災

害復旧工事（９月豪雨）に伴うもので、こちらは事業の精算によりまして減額補正

をお願いするものでございます。 

次の４年災林道施設災害復旧事業費補助金につきましては、梅木鶴線、上米良大

平線、倉谷線災害復旧工事に係るもので、事業の精算や令和８年度への組替えによ

りまして１億１,５３４万３,０００円の減額補正をお願いするものでございます。 

次の２年災林道施設災害復旧事業費補助金につきましては、上米良大平線災害復

旧工事、１工区と５工区でございまして、１工区につきましては４,９５５万円を

追加し、繰越しをお願いし、５工区につきましては、令和８年度への組替えにより

まして１億４,８６５万円の減額、合わせて９,９１０万円の減額補正をお願いする

ものでございます。 

次に、下段になります、１６款県支出金、２項４目１節農業費補助金の上段の中

山間地域等直接支払交付金につきましては、対象集落が１４集落から１３集落に減

りましたことと等によりまして、実績による減額補正をお願いするものでございま

す。 

同じ段の下段でございます、農地利用最適化交付金につきましては、農業委員や

農地利用最適化推進委員の能率給でございまして、活動成果実績見込みによりまし

て１５９万５,０００円の減額補正をお願いするものでございます。 

一番下になります、森林環境保全整備事業補助金につきましては、村有林矢立原

団地ほか４団地の下刈り、間伐、枝打ち等の事業の精算により減額補正をお願いす

るものでございます。 

次のページをお願いいたします。上段になります、農業水路等長寿命化・防災減

災事業費補助金につきましては、高澄溝地区の水路改修に伴うもので、先ほどの分

担金のところでも御説明申し上げました、国の令和７年度補正の採択を受けました

ので４,３２６万３,０００円の補正をお願いするものでございます。 

次の市町村営林道点検診断・保全整備事業補助金（保全整備）につきましては、

林道瀬谷線、瀬谷橋ほか３件の橋梁補修工事に伴うもので、事業の精算により減額

補正をお願いするものでございます。 
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１７款財産収入、１目基金利子及び配当金でございまして、総額で２,００８万

９,０００円の補正をお願いするものでございます。 

次の竹木売払収入につきましては、村有林崩ノ尾団地間伐に伴うもので、実績に

より減額補正をお願いするものでございます。 

一番下になります、企業版ふるさと寄附金につきましては、３件分、２２０万円

の補正をお願いするものでございます。 

次のページをお願いいたします。上段の１９款繰入金、１目基金繰入金でござい

ますが、ふるさと創生基金、いきいき人づくり基金、ふるさと応援基金繰入金につ

きましては、各事業の実績によりまして減額または増額補正をお願いするものでご

ざいます。４つ目の新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金につきましては、議

案第７号での基金条例廃止に伴いまして、２１３万８,０００円の補正をお願いし、

一般会計に繰り入れ、国庫へ返納するものでございます。 

次の２０款繰越金につきましては、全体の財源調整を行ってございます。 

次の２１款諸収入、５目の雑入のデジタル基盤改革支援補助金につきましては、

総合行政システム標準化に伴うもので、当初令和７年中の移行を予定してございま

したが、ベンダーにおいて多数の自治体に同時並行で対応を行っている関係から負

荷が増大となり、対応が困難となってまいりましたので、令和８年度へ組替えによ

りまして減額補正をお願いするものでございます。 

次に、２２款村債、１項１目総務債のスポーツ環境整備事業債（過疎債）につき

ましては、旧湯山小学校改築工事及び１工区から３工区までの造成工事に係るもの

で、県の同意額に基づきまして５,１１０万円の補正をお願いするものでございま

す。 

次に、２目農林水産業債、農業農村整備事業債（過疎債）につきましては、先ほ

ど説明申し上げました、県営岩野地区農業農村整備事業負担金に係るもので、今回、

面整備が入札不調により事業実施ができませんでしたので、減額補正をお願いする

ものでございます。 

次の一般補助施設整備等事業債につきましては、高澄溝地区用水路改修に伴うも

ので、先ほど分担金、県補助金のところでも御説明申し上げました、国の令和７年

度補正を受けまして、本村負担分として１,３２０万円の補正をお願いするもので

ございます。 

次の林道整備事業債（過疎債）でございますが、林道瀬谷線、瀬谷橋ほか３件の

橋梁補修工事に伴うもので、事業の精算により減額補正をお願いするものでござい

ます。 

次の道路橋梁整備事業債（辺地債）でございますが、村道石舟五本松線道路改良
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工事に伴う新無反野橋橋梁上部工工事に係るもので、交付決定額によりまして減額

補正をお願いするものでございます。 

次の道路橋梁整備事業債（過疎債）でございますが、村道岩野横断線道路改良工

事に係るもので、こちらも交付決定額によりまして減額補正をお願いするものでご

ざいます。 

次の防災基盤整備事業債の緊急防災・減災事業債につきましては、非常用発電機

設置工事とＪアラート装置更新委託に係るもので、事業の精算により減額補正をお

願いするものでございます。 

次の５目災害復旧事業債の２年災林道施設復旧事業債につきましては、林道上米

良大平線災害復旧工事５工区祓川橋に係るもので、令和８年度への組替えにより減

額補正をお願いするものでございます。 

次のページ、上段をお願いいたします。６年災林道施設災害復旧事業債につきま

しては、林道梅木鶴線災害復旧工事に係るもので、事業の精算によりまして減額補

正をお願いするものでございます。 

最後でございます。学校教育施設等整備事業債（過疎債）につきましては、給食

センター食器・食缶洗浄機購入に伴うもので、こちらも事業の精算により減額補正

をお願いするものでございます。 

２６、２７ページをお願いいたします。歳出の事項別明細書について御説明を申

し上げます。今回、全般的に１月の昇給や最終調整によります人件費の補正、各種

事業の精算をお願いしてございますが、こちらの説明につきましては割愛をさせて

いただきます。 

まず、下段の２款総務費、１項２目一般財産管理費の積立金でございますが、今

回、全般的に利子積立金の補正をお願いするところでございますが、一番下にあり

ます減債基金積立金といたしまして１億円の補正をお願いするものでございます。 

次のページをお願いいたします。上段のふるさと応援基金積立金（企業版）につ

きましては、歳入でも御説明申し上げました３件分、２２０万円の補正をお願いす

るものでございます。 

以上でございます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 続きまして、３目村有林管理費の森林環境保全整備事

業委託料でございますが、村有林の下刈りが３団地、間伐が１団地、枝打ちが１団

地の事業費の減によりますもので、実績に応じて減額するものでございます。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 続きまして、６目総合行政システム費の国民年金システム
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改修委託料と障害福祉サービスシステム改修委託料につきましては、事業の精算に

よるものでございます。 

   次の総合行政システム標準化移行委託料につきましては、歳入でも御説明申し上

げましたとおり、総合行政システム標準化に伴うもので、令和７年中のベンダーの

対応が難しくなってまいりましたので、令和８年度への組替えによりまして減額補

正をお願いするものでございます。 

   次の住民記録システム改修委託料（旧氏振り仮名記載）につきましては、国の令

和７年度補正に伴うもので、今回、補正をお願いし、全額繰り越しをお願いするも

のでございます。 

   次の９目地域公共交通検討対策費のくま川鉄道再生協議会負担金及びくま川鉄道

安定化補助金につきましては、額の決定によりましてそれぞれ５,０００円と８６

万円の補正をお願いするものでございます。 

   次の１０目社会保障・税番号制度事業費につきましては、社会保障・税番号制度

対応システム改修委託料として、団体内の統合宛名、個人住民税、健康管理システ

ムのデータ標準レイアウト改修業務に伴うもので、こちらも改修年度内対応が困難

となってまいりましたので、次年度への組替えによりまして減額補正をお願いする

ものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 堤田税務住民課長。 

○税務住民課長（堤田江美子君） つづきまして、３０ページ、３１ページをお願いい

たします。２款４項１目戸籍住民基本台帳費です。当初予定しておりました戸籍情

報システム標準化委託業務の一部でありますシステム改修範囲拡大等に伴います経

過措置のため１３２万円を減額し、令和８年度へ新たに予算計上させていただくも

のでございます。その下、戸籍振り仮名通知書作成業務委託料は、実績による減額

でございます。いずれも国庫補助事業でございます。 

○議長（那須良策君） 那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 続きまして、８項１目地方創生推進事業費

でございますが、人件費につきましては割愛いたしまして、２２節償還金利子及び

割引料につきまして、基金条例廃止に伴い、歳入の新型コロナウイルス感染症対策

基金繰入金２１３万８,０００円の確定に伴います歳出の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金精算返納金１４０万２,０００円の財源補正をお願いす

るものでございます。 

   続きまして、水上村経済回復活性化事業につきましては、水上村経済回復活性化

補助金としましてエネルギー等の物価高騰の影響を受けた村民への支援を図るため
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の水上生活応援券の追加発行とそれに伴う時間外手当、印刷製本費、郵便料などの

事務費につきましての増額補正をお願いするものでございます。財源につきまして

は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金でございます。 

   続きまして、２目スポーツ推進事業費、職員人件費は割愛いたしまして、３２、

３３ページをお願いいたします。スポーツ環境整備事業費、工事請負費、旧湯山小

学校改築工事につきまして７,９００万円の増額補正をお願いするものでございま

す。主な変更点といたしましては、建築基準法の改定による排煙窓の追加変更、デ

ータ解析を行う赤外線カメラ等のケーブルを通す床の棚上げなどの内装工事の追加、

玄関から駐車場までの距離があるため、利用者負担を軽減するため、中庭に車両用

スロープを設置する野外通路の追加変更、現行基準の変圧器の製造中止に伴い、新

基準の変圧器への変更、高圧充電設備キュービクルの変圧器の増設でございます。

財源につきましては過疎債でございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） 続きまして、３款１項１目の社会福祉費、人件費は割

愛いたしまして、１８節の負担金補助及び交付金でございますが、社会福祉協議会

補助金といたしまして、高齢者世帯等日常生活支援事業に伴います社協職員の人件

費改定に伴う補正をお願いいたします。２４節積立金は基金利子の積立金です。２

７節繰出金は国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の減額補正となります。 

   次のページ、３４、３５ページをお願いいたします。１９節扶助費は、障害福祉

サービス等扶助費といたしまして、就労支援等の受給者増により３３０万円の増額

をお願いいたします。 

   ３目老人福祉費、１２節高齢者生活福祉センター生活援助員設置事業委託料とふ

れあい会事業委託料につきましては、社会福祉協議会委託に係る職員人件費改定等

によります増額の補正となります。 

   １３節の元湯温泉施設使用料につきましては、温泉券の利用増に伴う補正となり

ます。 

   １９節扶助費は、老人福祉施設入所者保護措置費といたしまして、実績に伴う減

額となります。 

   ２４節積立金は、老人福祉対策事業の基金利子積立金でございます。 

   ２７節繰出金は、後期高齢者医療特別会計への繰出金の実績に伴う減額でござい

ます。 

   ３款２項３目次世代育成支援事業費、２４節の積立金は、子ども育成支援基金の

利子積立金でございます。 
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   次のページをお願いいたします。４項１項１目保健衛生総務費、１８節負担金補

助及び交付金は、各負担金の実績による補正でございます。 

   ２２節償還金利子及び割引料でございますが、母子保健衛生費国庫補助金の前年

度精算に伴う返納金でございます。 

   ３目の予防費は、財源更正でございます。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 続きまして、４目環境衛生費でございます。１８節負担金

補助及び交付金、こちらにつきましては、合併浄化槽設置補助金でございまして、

令和７年度におきまして申請がございませんでしたので、１８９万円の減額補正を

お願いするものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） 続きまして、６款農林水産業費でございます。１項１

目の農業委員会費の農業委員等報酬につきましては、能率給に当たります部分で、

財源となります農地利用最適化交付金が活動実績の減により少なかったため、減額

するものでございます。 

   続きまして、２目の農業総務費でございますが、めくっていただきまして、３８、

３９ページの上段、公営企業会計繰出金は、農業集落排水事業に係るもので、公営

企業会計で説明がございます。 

   ３目の農業振興費です。１８節負担金補助及び交付金の中山間地域等直接支払交

付金、１つ飛びまして、多面的機能支払交付金は、令和７年度の制度切替わりによ

り、取組集落の減、加算への取組変更、見直しによる減額でございまして、中ほど

の環境保全型農業直接支払交付金につきましては、取組面積が３８アール増加した

ことによります補正となります。 

   ５目の農業基盤整備費の１２節委託料、県営湯山地区県営体育成等促進計画書作

成業務委託料は、県の事業採択見送りによります減額、高澄溝地区用水路改修工事

測量設計委託料は、実績によります減額補正で、残額を高澄溝地区用水路改修工事

請負費に組み替え、国の補正予算において前倒しで内示がありました分と併せまし

て６,７００万円の補正をお願いするものでございます。 

   １８節負担金補助及び交付金の県営岩野地区農業農村整備事業負担金は、事業が

完了整備工事のみで、面整備等が入札不調により減額するもので、県営湯山地区農

業農村整備事業負担金は、県の事業採択見送りによります減額でございます。 

   ２項１目林業総務費は、人件費、２目の林業総務費の２４節積立金は森林環境譲
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与税の基金利子でございます。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 続きまして、４目橋梁維持管理費でございます。１４節工

事請負費につきましては、林道橋４路線、５橋につきまして２月までに全ての橋梁

補修工事を完了し、事業精算に伴います１,７６０万円の減額補正でございます。 

○議長（那須良策君） 田代産業振興課長。 

○産業振興課長（田代浩幸君） ４０ページ、４１ページでございます。７款１項１目

は人件費、２目の商工振興対策費は、新型コロナウイルス感染症対策基金利子の積

立金でございます。 

   ５目の桜の里事業費は、財源補正となります。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 続きまして、８款２項道路橋梁費につきましては、補助金

起債額の決定に伴います財源補正でございます。 

   続きまして、４２、４３ページをお願いします。４項３目ふるさとマイホーム建

設推進事業費につきましては、水上村戸建て木造住宅耐震改修事業及び危険ブロッ

ク等安全保障事業につきまして申請がございませんでしたので１００万円の減額補

正をお願いするものでございます。 

○議長（那須良策君） 田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） 続きまして、９款消防費、３目災害対策費のＪアラート装

置更新委託料につきましては、事業の精算によるものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） 幸野教育課長。 

○教育課長（幸野一樹君） 続きまして、１０款教育費です。１項１目の教育委員会費

につきましては、基金利子の積立てとなっております。 

   ２目事務局費、３目スクールバス運行費につきましては、人件費となっておりま

すので割愛させていただきます。 

   ６目学校ＩＣＴ整備事業費につきましては、事業費確定に伴います備品購入費３

３５万５,０００円の減額補正となっております。こちら歳出の減額に合わせまし

て、歳入につきましても県補助金、それから基金の補正も行っております。 

   次の３項社会教育費、それから開けていただきまして５項学校給食費の１目学校

給食総務費につきましては、人件費の補正となっております。 

   ２目給食費につきましては、総務課長の歳入の際に説明がございましたけれども、

食器・食缶洗浄機の導入の事業費確定に伴います財源更正となっております。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 
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○建設課長（信國俊輔君） １１款災害復旧費でございます。１項３目６年災林道林道

施設災害復旧費につきましては、事業精算に伴います財源補正でございます。 

   ５目４年災林道施設災害復旧費、委託料につきましては、林道梅木鶴線災害復旧

工事測量設計業務精算に伴います１,５６２万２,０００円の減額補正でございます。 

   １４節工事請負費につきましては、現地手前の災害箇所における工事の遅れによ

り着手ができなかったため、令和８年度へ予算組替えのためでございまして、梅木

鶴線②につきましては３,８００万円、⑩につきましては５,５００万円の減額補正

でございます。林道梅木鶴線、倉谷線につきましては、工事完了に伴います事業精

算によるもので、林道上米良大平線２５７万７,０００円、倉谷線５００万円の減

額補正でございます。 

   続きまして、６目２年災林道施設災害復旧費でございます。林道上米良大平線に

つきましては、宮崎県境から２キロ手前の法面災害復旧工事について、法面上部の

拡大崩壊に伴う変更対応予算として上米良大平線①につきましては５,０００万円

の増額補正をお願いするものでございます。また、拡大崩壊に伴い、工事の遅れに

より、上米良大平線⑤祓川橋でございますけれども、着手することができなかった

ため、令和８年度へ予算組替えを行うため１億５,０００万円の減額補正をお願い

するものでございます。 

   続きまして、３項１目７年災単独災害復旧費委託料につきましては、国の補助対

象となる災害がなかったことから３００万円の減額補正でございます。 

   以上で、議案第２１号 水上村一般会計補正予算（第９号）の説明を終わります。 

○議長（那須良策君） 西本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（西本克幸君） 続きまして、特別会計の説明を行います。４９ページ

をお願いいたします。 

議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第４号）。 

令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）は、次

に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正、第１条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ９５７万６,０００円を減額し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２億７,４３１万７,０００円とするものでございます。 

５８ページ、５９ページの歳出の方を御説明いたします。１款１項１目一般管理

費の２７節繰出金は、一般会計で実施しております事業の実績に伴う繰出金の減額

でございます。 

２款１項１目療養給付費の１８節負担金補助及び交付金は、保険納付者が国保連
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合会に支払う医療給費の実績による減額となっております。歳入におきまして、普

通交付金のほうも同額の減額を行っております。３款については財源更正となりま

す。５款につきましては、基金利子の積立金です。 

６款１項１目償還金は、特別交付金の実績によります前年度精算返納金となって

います。なお、財源につきましては、５７ページにありますとおり、一般会計から

の繰入金と繰越金となっております。 

以上で、議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第４号）の説明を終わります。 

続きまして、６１ページをお願いいたします。議案第２３号 令和７年度水上村

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入歳出予算の補正ですが、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１３８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,８

５０万６,０００円とするものでございます。 

７１ページの歳出の方を御説明いたします。２款１項１目１８節後期高齢者医療

広域連合納付金は、広域連合に支払う保険料負担金が実績見込みにより増額となる

ための負担金の増額補正と、後期高齢者医療保険料保健基盤安定負担金は、保険料

軽減額の実績減によりまして広域連合に収める負担金の減額補正をお願いいたしま

す。 

なお、歳入につきましては、負担金に係る後期高齢者医療保険料と繰入金の補正

を行っております。 

以上で、議案第２３号 令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の説明を終わります。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） 続きまして、右肩番号⑥令和７年度水上村公営企業会計補

正予算書をお願いいたします。 

   ５ページをお願いいたします。議案第２４号 令和７年度水上村簡易水道事業会

計補正予算（第４号）でございます。 

   第１条、令和７年度水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定める

ところでございます。 

   第２条、収益的収入及び支出の補正につきましては、第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を、収入につきましては、１款２項の営業外収益に１１万２,０

００円を追加し、補正後の簡易水道事業収益の予算額を６,１７９万９,０００円、
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支出につきましては、１款１項の営業費用に２０１万５,０００円、２項の営業外

費用に１万円を追加し、補正後の簡易水道事業費用の予算額を７,５５４万６,００

０円とするものでございます。 

   第３条の資本的収入及び支出の補正につきましては、予算第４条に定めた資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１,７４４万６,０００円を１,８０７万２,

０００円に、当年度分損益勘定留保資金１,７４４万６,０００円を１,８０７万２,

０００円に改め、収入につきましては、第１款１項の企業債を４０万円減額し、第

７項の県補助金を１１万４,０００円減額し、補正後の簡易水道事業資本的収入の

予算額を８,１４８万６,０００円とするものでございます。 

   支出につきましては、第１款第３項の投資に１１万２,０００円を追加し、補正

後の簡易水道事業資本的収入の予算額を９,９５５万８,０００円とするものでござ

います。 

   第４条、企業債につきましては、簡易水道事業債及び過疎債の限度額をそれぞれ

２０万円減額し、補正後の予算額を２,０８０万円とするものでございます。また、

利率につきましては、年３.０％以内から５.０％以内へとするものでございます。 

   第５条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費を職員給与費

７２１万３,０００円とするものでございます。 

   補正内容の詳細につきましては、予算書１４ページをお願いいたします。まず、

収益的収入でございます。１款２項１目１節の基金利息でございますが、利息額確

定に伴います１１万２,０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

   次に、収益的支出でございます。１款１項１目２２節修繕費でございます。昨年

１０月以降、少雨傾向が続き、特に１月は例年８０ミリ程度の降雨量に対しまして

３ミリと極端に少なく、河川の水位が低下し、水不足が発生している状況でござい

ます。特に岩野地区につきましては、流入量の低下により断水する恐れがあるため、

岩野地区第一水源の取水堰を改修し、多くの水量を確保するため１００万円の増額

補正をお願いするものでございます。 

   次に、２目１７節委託料につきましては、緊急時における施設の故障や漏水調査

等に対応する予算でございますが、１月の降雨不足により、岩野地区が断水する恐

れがあったため、散水車を使用し、湯山川から取水した河川水を岩野浄水場へ直接

流入する業務を行っております。２月中にも１６日間の補充を行い、今後の見通し

につきましても向こう１月間は少雨予報であるため、今後、緊急時における対応予

算として１００万円の増額補正をお願いするものでございます。 

   なお、湯山地区の水源につきましては、祓川取水堰の上流部を改修し、水量が確

保できたため、現在のところ通常どおりの水量を確保できております。また、江代
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地区につきましては、地下水で賄っているため、現在のところ渇水の恐れはござい

ません。 

   次に、４目５節の法定福利費につきましては、水道手人件費の補正をお願いする

ものでございます。 

   ２項１目１節の企業債利息につきましては、起債の利子償還金として１万円の増

額補正をお願いするものでございます。 

   続きまして、資本的収入でございます。１款１項１目１節の簡易水道事業債及び

３目１節のその他企業債、過疎債につきましては、湯山地区簡易水道施設測量設計

業務委託の精算に伴いますもので、それぞれ２０万円の減額補正と、７項１目県補

助金につきましても同様に１４万円の減額補正をお願いするものでございます。 

   続きまして、資本的支出でございます。１項３目１節の基金積立金につきまして

は、簡易水道事業基金の利息を積立てるものでございまして、１１万２,０００円

の増額補正をお願いするものでございます。 

   以上、議案第２４号 水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号）の説明を終わ

ります。 

   続きまして、１９ページをお願いいたします。議案第２５号 令和７年度水上村

下水道事業会計補正予算（第２号）でございます。 

   第１条、令和７年度水上村下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによるものでございます。 

   第２条、収益的収入及び支出の補正につきましては、第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を、収入につきましては、１款１項の営業収益を２５万１,００

０円減額し、２項の営業外費用につきましては２５万円を追加するものでございま

す。支出につきましては、１款１項の営業費用を１５万１,０００円減額し、２項

の営業外費用に１５万１,０００円を追加するものでございます。 

   第３条の資本的収入及び支出の補正につきましては、予算第４条に定めた資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額２,９８９万３,０００円を２,７６２万６,

０００円に、当年度分損益勘定留保資金２,９８９万３,０００円を２,７６２万６,

０００円に改め、収入につきましては、第１款１項の企業債を２１０万円減額し、

第２項の他会計出資金に３６５万２,０００円を追加し、第６項の国庫補助金を５

１５万２,０００円減額し、補正後の下水道事業資本的収入の予算額を１億２,３０

８万６,０００円とするものでございます。 

   支出につきましては、第１款第１項の建設改良費を５９４万４,０００円減額し、

第３項の投資に７万７,０００円を追加し、補正後の下水道事業資本的支出の予算

額を１億５,０７１万２,０００円とするものでございます。 



－80－ 

   第４条、企業債につきましては、下水道事業債を２００万円減額し、補正後の予

算額を２,４１０万円とし、資本平準化債につきましては、１９０万円を増額し、

補正後の予算額を１,６９０万円とし、下水道事業債過疎債につきましては２００

万円減額し、補正後の予算額を２,４１０万円とするものでございます。また、利

率につきましては、年３.０％以内から５.０％以内へとするものでございます。 

   補正予算の内容につきましては２７ページをお願いいたします。補正予算（第２

号）収支明細にて御説明申し上げます。 

   まず、特定環境保全公共下水道事業でございます。収益的収入、１款１項１目１

節の下水道使用料につきましては、２項１目１節の利息額確定に伴います７万７,

０００円の増額と２項３目１節の国庫補助金につきましては、マンホール目視調査

業務委託に伴うもので１７万４,０００円の増額により、財源が確保されたため、

収支均衡の観点により、使用料収入について精査し、２５万１,０００円の減額補

正でございます。 

   次に、資本的収入でございます。１款１項２目資本費平準化債につきましては、

算出の結果、発行可能額が当初見込みを上回ったため、１９０万円の増額補正でご

ざいます。 

   次に、資本的支出でございます。１款１項４目１節の流域下水道建設負担金につ

きましては、実績に伴い４４万４,０００円の減額補正をお願いするものでござい

ます。 

   ３項１目１節の基金積立金につきましては、下水道事業基金の利息を積立てるた

め７万７,０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

   続きまして、２８ページをお願いします。農業集落排水事業でございます。収益

的支出でございます。１款１項２目２２節の修繕料につきましては、事業精算に伴

います３９万１,０００円の減額と２４節動力費につきましては、処理場の電気料

不足により２４万円の増額補正をお願いするものでございます。 

   ２項１目１節の企業債利息につきましては、起債の利子償還金でございまして１

５万１,０００円の増額補正をお願いするものでございます。 

   資本的収入でございます。１款１項１目下水道事業債及び３目その他企業債、過

疎債２００万円の減額と３項１目国庫補助金５１５万２,０００円の減額につきま

しては、湯山地区農業集落排水管路布設工事の精算に伴います減額補正でございま

す。 

   併せて、２項１目１節他会計出資金につきましては、企業債及び国庫補助金の減

額により、財源不足が生じたため、一般会計より３６５万２,０００円を繰り入れ

るための増額補正をお願いするものでございます。 
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   資本的支出でございます。１款１項１目１節の工事請負費でございますが、湯山

地区農業集落排水管路布設工事の精算に伴います５５０万円の減額補正でございま

す。 

   以上、議案第２５号 水上村下水道事業会計補正予算（第２号）の説明を終わり

ます。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） ３３ページになりますが、スポーツ環境整備事業債７,９００

万円の補正が上程されておりますけども、先ほどの説明では、基準単価の変更とか、

センサーの追加であるとか、野外通路、あと変圧器の増設とかそういった諸々の補

正要件があがってきたと説明があったと思いますけども、建築工事に関しては、土

木工事等に比べると確かに管理が難しいとは思います。しかしながら、この設計監

理のほうも業者のほうに委託されておるわけで、今のタイミングで補正が必要なの

か。 

   財源のほうは過疎債とふるさと応援基金を充当されておるようでございますけど

も、確か工事請負費のほうが約５億５,０００万円ほどかかっていたと思いますけ

ども、その１５％ほどが補正であがってきておるようでございます。実際に工事が

完了するのか、繰り越しは必要ないのか、そういったところ併せてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（那須良策君） 那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） お答えいたします。 

   現在、工事のほうに入っておりますが、実際のところ入ってみてですね、何て言

えばいいかな、学校から宿泊施設へ変えるというとこで窓とかそういったところの

変更等はございましたけれども、やはりちょっと変則的な形をしておりますので、

実際追加のほうも発生しております。中にケーブルを通したり、そういったことを

するときに屋根を開けてみたりしたときに、やはり見えないところでの雨漏りとか

ですね、そういったとこも発生して、こまごまな追加工事のほうが発生しておりま

して、そういったところを積み上げていきますとこういった金額になってしまうと

いうのが実情でございます。今回７,９００万円の予算を計上させていただいてお

りますが、実際、これの起債の申請をするときに、実際このくらいで足りるだろう

ということで申請を上げさせてもらっているところでございますけれども、実際、

２月の時点で全体像がですね、まだ積み上がっておりませんでしたので、実際のと

ころこれよりも増額になるのは事実でございますが、予算残がございますので、そ
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ういったところで対応させていただければというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 工事の進捗に関して、年度末に終了するのか、その辺の説明を

併せてお願いします。 

○議長（那須良策君） 那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） この事業につきましては、繰り越しを想定

しておりますので、一応終わるのが６月か７月を予定しております。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ２番、杉野貴文君。 

○２番（杉野貴文君） 施政方針にもありましたが、今年の８月にはオープンをすると

いうようなお話でございましたので、それまでに滞りなく終わりまして、グランド

オープンを迎えることができますようによろしくお願いいたします。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

   ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） はい、７番です。 

   合併処理浄化槽設置整備補助金についてお伺いします。これ利用者なしちゅうこ

とで減額だという説明だったですかね。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） こちらにつきましては、当初予算で３件分を想定しており

ましたけれども、申請がなかったということでゼロという補正でございます。 

   以上でございます。 

○議長（那須良策君） ７番、米本宗徳君。 

○７番（米本宗徳君） 下水道とか、あとは集落排水以外でこの合併浄化槽を利用する

と思いますけれども、この合併浄化槽が必要な家って何軒くらいあるんですか。し

てないところで。 

○議長（那須良策君） 信國建設課長。 

○建設課長（信國俊輔君） はい、資料を持ってきておりませんので、後もって説明さ

せていただければと思います。 

○７番（米本宗徳君） はい。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

これより、議案ごとに討論、採決を行います。 
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議案第２１号 令和７年度水上村一般会計補正予算（第９号）について、討論を

行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２１号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２２号 令和７年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第４号）について、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２２号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２３号 令和７年度水上村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて、討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２３号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２４号 令和７年度水上村簡易水道事業会計補正予算（第４号）について、



－84－ 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２４号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２５号 令和７年度水上村下水道事業会計補正予算（第２号）について、

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２５号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

   お諮りします。日程第３０ 議案第２６号から日程第３６ 議案第３２号まで関

連がありますので、一括して上程したいと思いますが、異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

一括して上程します。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第３０ 議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算 

日程第３１ 議案第２７号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

日程第３２ 議案第２８号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（直診勘定）予

算 

日程第３３ 議案第２９号 令和８年度水上村介護保険特別会計予算 

日程第３４ 議案第３０号 令和８年度水上村後期高齢者医療特別会計予算 
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日程第３５ 議案第３１号 令和８年度水上村簡易水道事業会計予算 

日程第３６ 議案第３２号 令和８年度水上村下水道事業会計予算 

○議長（那須良策君） 議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算、議案第２７号 

令和８年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）予算、議案第２８号 令和８

年度水上村国民健康保険特別会計（直診勘定）予算、議案第２９号 令和８年度水

上村介護保険特別会計予算、議案第３０号 令和８年度水上村後期高齢者医療特別

会計予算、議案第３１号 令和８年度水上村簡易水道事業会計予算、議案第３２号 

令和８年度水上村下水道事業会計予算を議題といたします。 

まず、総務課長より総括した説明を求めます。田代総務課長。 

○総務課長（田代浩章君） それでは、⑦令和８年度当初予算書５ページをお願いいた

します。 

   議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算につきまして、総括した説明を行

います。 

令和８年度水上村一般会計予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算で、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０億５,

４００万円と定めるものでございます。 

また、第２条におきまして、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、第２表地方債によるものでございます。 

第３条では、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、第３表債務

負担行為によるものでございます。 

第４条では、一時借入金の借入れ最高限度額を１億５,０００万円と定めるもの

でございます。 

最後に、第５条で、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合として、各項

に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額が過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項間の流用を定めるものでございます。 

開けていただきまして、第１表歳入歳出予算でございます。 

こちら村長の施政方針でもございましたように、１款村税につきましては、前年

度に比して１.８０％の微減として予算計上いたしてございます。 

次に、歳入において４分の１の割合を占めますのが下から４段目になります１１

款地方交付税でございます。こちらも村長の施政方針でございましたように、国の

地方財政計画の一般財源総額６７.５兆円のうち、地方交付税総額については、前

年度１.２兆円上回る２０.２兆円となってございます。本村においては、県の積算

システムで算出し、昨年度の実績を鑑みて普通交付税を１５億円、加えて、地域お

こし協力隊に措置される特別交付税として、当初予算ベースで５人分の２,２６３



－86－ 

万４,０００円、合わせて昨年比２４０万７,０００円減の１５億２,２６３万４,０

００円を計上いたしてございます。 

次に、７ページ、１５款の国庫支出金、２項国庫補助金でございますが、本年度

１２億４,１１４万２,０００円を計上しておりまして、昨年度に比して３億３,２

９２万７,０００円の減となってございますが、こちらは２年災から６年災までの

林道施設災害復旧事業費補助金、合わせて３億３,１５０万円の減が主な要因でご

ざいます。 

次に、中ほどの１８款寄附金でございますが、本年度６億４,０００円を計上し

ており、昨年度に比して１億１,０００円の増となってございますが、こちらはふ

るさと寄附金１億円の増が主な要因でございます。 

次の１９款繰入金、基金繰入金でございますが、本年度６億８,９５６万円を計

上しており、昨年度に比して１億８,３９５万３,０００円の増となってございます。

こちらはふるさと応援基金繰入金４,９２８万円と森林環境譲与税基金繰入金３,１

８７万５,０００円の増が主な要因でございます。 

最後の２２款村債につきましては、本年度８億８,６２０万円を計上してござい

まして、昨年度と比して６,５８０万円の増となってございます。こちらはスポー

ツ環境整備事業債の１億１,５２０万円の増が主な要因でございます。本年度の歳

入予算総額６０億５,４００万円でございまして、昨年度に比して２,６００万円の

減、比率にして０.４３％の減となってございます。 

８ページお願いいたします。歳出でございますが、こちらについては各課の審議

において所管課長より御説明を申し上げますが、増減が大きいものにつきまして御

説明を申し上げます。 

まず、２款の総務費、８項の地方創生推進費でございますが、本年度２０億８,

７３０万６,０００円を計上しており、昨年度に比して１億９,７９８万７,０００

円の増となってございます。こちらはふるさと寄附金事業での６,１８０万３,００

０円、スポーツ環境整備事業費での１億４７０万円の増が主な要因でございます。 

次に、中段の６款農林水産業費、２項林業費では、１億７,７８５万６,０００円

を計上しており、昨年度に比して５,１９４万２,０００円の減となってございます。

こちらは林道の橋梁長寿命化改築事業８,３００万円の減が主な要因でございます。 

次に、下段の８款土木費、２項道路橋梁費でございますが、１億５,０６２万円

を計上しており、昨年度に比して５,４３６万２,０００円の減となってございます。

こちらは村道岩野横断線道路改良工事７,８００万円の減が主な要因でございます。 

次に、９ページの上段でございます。１１款災害復旧費、農林水産業施設災害復

旧費でございますが、本年度は、昨年度に比して３億３,２５０万円減の４億３０
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０万４,０００円を計上いたしてございます。 

歳出につきましても、歳入同様予算総額６０億５,４００万円でございます。 

１０ページをお願いいたします。第２表地方債でございます。本年度は合計で９

件、８億８,６２０万円を計上してございまして、昨年度と比して６,５８０万円の

増となってございます。増の要因といたしましては、２段目のスポーツ環境整備事

業債の１億１,５２０万円の増、減の要因としては、３段目、農業農村整備事業債

の５,２２０万円の減、合わせまして６,３００万円の増が主な要因でございます。 

１２ページをお願いいたします。第３表債務負担行為でございますが、債務を負

担する行為といたしましては３件ございまして、１つ目が庶務管理費の人吉・球磨

スマートインターチェンジ協議会負担金でございまして、令和９年度から令和１６

年度まで総額６２９万７,０００円を限度とするものでございます。 

１３ページをお願いいたします。２つ目が生涯スポーツ推進事業費、生涯スポー

ツ施設サクラヴィレッジ指定管理料として令和９年度６８０万円、３つ目が観光施

設管理費、市房山キャンプ場指定管理料として令和９年度４００万円を限度とする

ものでございます。 

次に、資料の⑨４ページをお願いいたします。歳入歳出の円グラフでございます。 

まず、左のグラフを見ていただきますと、歳入予算の構成比率につきましては、

地方交付税が２５.１５％、国庫支出金が２２.２０％、村債が１４.６４％の順と

なってございます。村税などの自主財源につきましては、中円の左上、３２.７

１％となってございます。 

次に、右上のグラフの歳出の性質別では、普通建設事業費２９.７６％、物件費

が１５.７８％、補助費等が１４.６４％、ついで人件費が１１％の順となってござ

いまして、右下の款別の比較では、総務費が４９.５３％で約半分、民生費が９.０

３％、公債費が７.８７％の順となってございます。 

以上、簡単でございますが、一般会計当初予算についての総括した説明とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

   お諮りします。本件については、議長を除く７人の委員で構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   本件については、議長を除く７人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査を行うよう決定いたしました。 

   ここで、委員長及び副委員長選出のため、暫時休憩いたします。 
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－－－－－○－－－－－ 

休憩 午後４時１０分 

再開 午後４時１５分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） 休憩中の会議を再開します。 

   第１回目の委員会が開催され、委員長、副委員長が選任されましたので、事務局

長に報告させます。 

○議会事務局長（江崎邦臣君） それでは、報告いたします。 

   委員長に、４番、杉野久志議員、副委員長に、３番、小川恵議員でございます。 

   以上、報告申し上げます。 

○議長（那須良策君） ここで、委員長の挨拶をお願いいたします。 

   委員長、杉野久志君。 

○予算審査特別委員会委員長（杉野久志君） 先ほど第１回委員会におきまして、委員

長に選出いただきました杉野でございます。当初予算の審査にあたっては、委員会

の円滑な進行と運営を心掛け、委員長としての責務を果たす所存です。しっかりと

審査してまいりたいと存じますので、議員各位の御協力をよろしくお願い申し上げ、

就任の挨拶といたします。 

○議長（那須良策君） 委員長の挨拶を終わります。 

   お諮りします。本日の会議をこれで延会したいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   予算審査特別委員会開催のため、１７日まで休会としたいと思いますが、異議ご

ざいませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   次の会議は１８日午後１時３０分といたします。 

本日の会議はこれで延会します。 

－－－－－○－－－－－ 

延会 午後４時１７分 
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令和８年第１回水上村議会定例会会議録（第２日） 

 

令和８年３月１８日 

午後１時３０分 開 議 

於     議  場 

１．議事日程 

日程第 １ 議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算 

日程第 ２ 議案第２７号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）予

算 

日程第 ３ 議案第２８号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（直診勘定）予

算 

日程第 ４ 議案第２９号 令和８年度水上村介護保険特別会計予算 

日程第 ５ 議案第３０号 令和８年度水上村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ６ 議案第３１号 令和８年度水上村簡易水道事業会計予算 

日程第 ７ 議案第３２号 令和８年度水上村下水道事業会計予算 

日程第 ８ 議案第３３号 水上村スポーツサイエンス施設条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３４号 工事請負変更契約の締結について（旧湯山小学校改築工

事） 

日程第１０        議員派遣の件について 

日程第１１        継続審査申出書について 

 

２．出席議員は次のとおりである（８名） 

  １番 成 尾 和 英 君          ２番 杉 野 貴 文 君 

  ３番 小 川   恵 君          ４番 杉 野 久 志 君 

  ５番 山 崎 隆 浩 君          ６番 荒 嶽   晋 君 

  ７番 米 本 宗 徳 君          ８番 那 須 良 策 君 

 

３．欠席議員（０名） 

 

４．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

 議会事務局長  江 崎 邦 臣 君   総務課課長補佐  加 藤   康 君 

 

５．地方自治法第１２１条第１項の規定により事件説明のため出席した者の職氏名（９名） 

 村    長  中 嶽 弘 継 君   教 育 長  原     崇 君 
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 総 務 課 長  田 代 浩 章 君   会 計管理者  堤 田 江美子 君 

 保健福祉課長  西 本 克 幸 君   税務住民課長  堤 田 江美子 君 

 産業振興課長  田 代 浩 幸 君   建 設 課 長  信 國 俊 輔 君 

 教 育 課 長  幸 野 一 樹 君   地方創生推進課課長補佐  那 須 裕 平 君 
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開議 午後１時３０分 

－－－－－○－－－－－ 

○議長（那須良策君） こんにちは。 

全員おそろいでございます。延会しておりました会議を開会いたします。 

これより会議を開きます。 

日程第１ 議案第２６号から日程第７ 議案第３２号について、委員会に付託し

ておりました議案の審査が終了しておりますので、委員長の報告を求めます。 

予算審査特別委員会委員長、杉野久志君。 

○予算審査特別委員会委員長（杉野久志君） それでは、３月１０日の本会議において

予算審査特別委員会に付託を受けました令和８年度水上村一般会計、４つの特別会

計及び２つの公営企業会計に係る予算審査につきまして、３月１１日、１２日の２

日間、課ごとに審査を行いましたので、その結果について御報告いたします。 

   最初に総務課関係でございます。 

   消防費では、令和８年４月１日から消防団の組織再編が行われ、これまでの２分

団１４班体制から２分団５部体制になり、懸念しておりました分団運営に必要な助

成金においても大幅に見直しが行われ、団員報酬も直接支給に切り替えるなど処遇

改善についても図られております。今後は団員の高齢化が心配されることから、引

き続き団員確保に努めるよう意見がございました。 

   村内主要施設に設置されているＡＥＤについて、いざという時にどこに設置され

ているか頭が回らず、対応に遅れを生じることもあることから、あらかじめ設置場

所や管理方法等を住民に周知するとともに、使用方法についての講習会を実施する

との意見がございました。 

   公債費償還のピークについての質疑に対し、現段階での元利償還金のピークは令

和５年度で、起債残高も令和７年度借入額を加味しない場合、２８億７,０００万

円程度となるが、令和７年度と令和８年度に実施するスポーツ環境整備事業費が総

額で約３０億円となることから、過疎債を借入した場合、１２年の償還年限で、３

年後に元利償還が発生するため、事業が終わって３年後に元利償還金のピークが再

来するとの答弁がありました。今後も実質公債比率等の財政指標を確認しながら、

安定した財政運営を図られるよう意見がございました。 

   続きまして、保健福祉課関係でございます。 

   ごみ収集業務において、夏場における燃えるごみの収集日を週２日にするなど住

民の利便性と衛生環境の向上が図られております。その中で、ごみ袋の製造に関し、

他町村と共同で行うことにより１枚当たりの製造単価を抑え、今より安価に提供す

ることができるのではないかとの提案に対し、他町村の意向を伺いながら検討して
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いきたいとの答弁がございました。 

   人間ドック補助金を国保特別会計から一般会計へ予算を組み替えた理由について

の質疑に対し、これまでは基本健診のみ国保特別会計に予算計上していたが、令和

８年度から住民全体の疾病予防事業として一般会計に組み替え、国保加入者と後期

高齢者の補助上限額を撤廃しながら、受診率の向上に努めていくとの答弁がござい

ました。 

   介護予防活動や健康支援事業では、役場各課、その他関係機関等が横断的に連携

することで、旧湯山小学校を活用したスポーツサイエンス事業を始め、様々な事業

とのタイアップに取り組んでもらいたいとの意見がございました。 

   続きまして、税務住民課関係でございます。 

   固定資産税における小規模住宅用地軽減措置の適用を受けている土地について、

家屋解体後にその適用が外れることによる税額への影響などについての質疑に対し、

村内の実例を挙げて答弁がございました。 

   続きまして、産業振興課関係でございます。 

   有害鳥獣保護の手続きについて、本村においては写真や尾尻等の提出により捕獲

確認をしているところでございますが、委員から人吉市におけるアプリ活用の事例

を紹介され、手続きの簡略化による捕獲隊の負担軽減の観点から本村にも導入を検

討してはどうかとの意見がございました。 

   商工会商品券発行事業について、令和８年度物価高騰を鑑みプレミア率３０％、

１人当たりの購入限度額を２万円で実施するとのことでございますが、広く村民に

使っていただけるような事業となるよう意見がございました。 

   続きまして、建設課関係でございます。 

   令和７年度に制定されました水道凍結防止水栓設置費補助制度について、引き続

き設置率の向上を図るため予算化されております。令和７年度の実績を踏まえ、凍

結破損による水道管修繕の負担軽減を図るため、設置率向上に向けた周知方法の検

討について意見がございました。 

   住宅費では、今後の維持管理計画についての質疑に対し、建築年数や耐用年数、

入居状況など総合的に判断し、収入制限がない一般住宅への用途変更や、払い下げ、

解体など入居状況や住宅のタイプに応じた管理計画を検討するとの答弁がございま

した。 

   続きまして、地方創生推進課関係でございます。 

   台湾水上郷姉妹都市構想アドバイザー報償費の内容についての質疑に対し、水上

村と同じ地域名の水上郷と姉妹都市協定を結ぶための架け橋役として、台湾出身で

人吉市在住の方とアドバイザー契約を結ぶとの答弁がございました。 
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   スポーツ環境整備費の財源について、ふるさと寄附金は恒久財源ではないことか

ら、施設の維持管理等への充当は慎重に判断していただきたいという意見に対し、

多方面へのさらなる営業強化、施設のブランディングに注力し、寄附金に頼ること

なく運営できるような体制を整えていくとの答弁がございました。 

   危険空き家等の除却を推進するため、危険空き家等除却推進事業補助金の補助上

限の引き上げや固定資産税の特例措置を検討すべきではとの意見に対し、所有者の

声に耳を傾け、他自治体の状況を調査のうえ検討するとの答弁がございました。 

   最後に教育課関係でございます。 

   各種大会出場報償費について、現在の支給要綱では高校生を除くとございますが、

対象に含めることはできないのかと質疑に対し、支給要綱作成時には高校等は学校

で負担されていたので含めていないとの答弁がございました。現在は高校からその

負担は出ていないと聞いているとの委員からの発言に対し、教育委員会で調査を行

い、その結果を踏まえて検討したいとの答弁がございました。 

   ＩＣＴ教育やＡＩを活用した英語教育に取り組まれていますが、水上学園の児童

生徒に対するスマートフォン等の活用方法についても指導に力を入れていくべきと

の意見に対し、学校教育だけではなく、社会教育の面からもさらに力を入れていき

たいとの答弁がございました。 

   子ども会育成会活動助成金について、子どもが減少していく中、それぞれの子ど

も会の置かれている状況は異なると思うが、その活動が窮屈にならないように対応

していただきたいとの意見がございました。 

   課ごとの審査を終えた後、各会計当初予算案を一括して採決した結果、全員賛成

にて可決すべきものと決定しました。 

   以上、令和８年度各会計予算の審査内容を御報告申し上げました。 

   今回、予算審査特別委員会の委員長として議事を円滑に進行することができたこ

とにつきましては、委員並びに執行部の皆様の御協力があってこそであり、心から

感謝申し上げまして、予算審査特別委員会に付託された案件の委員長報告を終わり

ます。 

   令和８年３月１８日。予算審査特別委員会委員長、杉野久志。 

○議長（那須良策君） 委員長の報告を終わります。 

   ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。なお、質疑の内容によっては、

執行部より答弁いただくことがございますので、御承認いただきたいと存じます。 

   質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 
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討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

これより、議案ごとに採決を行います。 

議案第２６号 令和８年度水上村一般会計予算について、本件を可決することに

賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２６号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２７号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（事業勘定）予算につい

て、本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２７号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２８号 令和８年度水上村国民健康保険特別会計（直診勘定）予算につい

て、本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２８号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第２９号 令和８年度水上村介護保険特別会計予算について、本件を可決す

ることに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第２９号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第３０号 令和８年度水上村後期高齢者医療特別会計予算について、本件を

可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３０号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

議案第３１号 令和８年度水上村簡易水道事業会計予算について、本件を可決す

ることに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３１号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 
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議案第３２号 令和８年度水上村下水道事業会計予算について、本件を可決する

ことに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３２号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第８ 議案第３３号 水上村スポーツサイエンス施設条例の制定について 

○議長（那須良策君） 日程第８ 議案第３３号 水上村スポーツサイエンス施設条例

の制定についてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 議案書追加提案につきまして、２ページ目

をお願いいたします。それでは、議案第３３号 水上村スポーツサイエンス施設条

例の制定について御説明を申し上げます。 

   水上村スポーツサイエンス施設条例の制定について、議会の議決を求めるもので

ございます。 

   提案理由でございますが、水上村スポーツサイエンス施設条例を制定するにあた

り、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある

ためでございます。 

次のページ、３ページから６ページにかけまして、水上村サイエンス施設条例の

制定分でございます。 

３ページ目をお願いいたします。令和７年７月から着手しております旧湯山小学

校改修工事の竣工を見据えて、水上村スポーツサイエンス施設として設置する条例

でございます。 

第１条で、交流人口の増加による地域振興、地方創生の推進を図るとともに、住

民の体力向上、地域のコミュニティ形成に資するため、水上村スポーツサイエンス

施設を設置するものでございます。 

第２条では、名称及び位置は、別表第１に定め、こちらにつきましては、後ほど

御説明いたします。 

第３条では、施設の利用期間を通年と制定し、第４条では、利用時間を別表２に

定めております。こちらについても後ほど御説明いたします。 

第５条では、管理及び運営では、常に良好な状態において管理し、その設置目的

に応じて最も効果的に運営しなければならない。 

第６条では、利用許可、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。 

第７条では、禁止行為として、（１）指定の場所以外での喫煙、または飲食する
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こと。（２）指定区域以外の場所に車両等を乗り入れ、または駐車すること。（３）

正当な理由なく、他の姿態を撮影し、または撮影しようとして写真機その他の撮影

をする機能を有する機器を人に向け、もしくは設置すること。（４）前３号に掲げ

るもののほか、施設の管理上支障があると村長が認める行為と定めております。 

第８条では、利用許可の制限で、（１）公の秩序または善良な風俗を乱す恐れが

あるとき、（２）集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組

織の利益になると認めたとき、（３）施設を損傷し、または滅失するおそれがある

と認めたとき、（４）施設の管理上支障があるとき、（５）その他施設の利用を不

適当と認めるときまでの施設の利用の許可をしないことができるものの制定をして

おります。 

第９条では、使用料は、別表３に定めており、後ほど御説明いたします。 

第１０条では、使用料の減免として、特別の事情があると村長が認めるときは、

使用料を減免し、または免除できる制定としております。 

第１１条では、使用料の不還付として、特別な理由がない場合は、既に収めた利

用料は還付しないとの規定をしております。 

第１２条では、目的外利用、利用譲渡の禁止として、施設を第６条に規定する利

用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、またはその利用の権利を譲渡し、もし

くは転貸してはならないと設定しております。 

第１３条では、利用の制限として、（１）この条例または規則に違反したとき、

（２）第７条及び第８条の規定に該当することが判明したとき、（３）前２号に掲

げるもののほか、公用または施設の管理上支障のあるときまでの利用の許可を取り

消しし、または利用を停止し、もしくは制限することができると制定しております。 

第１４条では、原状回復義務、第１５条では、損害賠償など、１６条では、指定

管理による管理、第１７条では、指定管理による利用料金の収集などの制定、第１

８条では、委任事項を定めるもので、今回の制定にあたり、基本的な設置条文で制

定することとしており、特別なものは含んでいないものでございます。 

附則の施行期日につきましては、規則で定める日から施行するとし、オープン前

に施行期日を定める予定としております。 

また、準備行為として、指定管理の募集、決定を行い、竣工後、速やかにオープ

ンを迎えられるよう必要な準備行為はこの条例の施行日前において行うことができ

ると定めております。 

続きまして、別表の説明を行います。 

まず、第２条の規定にしております別表第１では、名称と位置について定めてお

ります。名称は、水上村スポーツサイエンス施設、位置は、水上村大字湯山４１２
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番地としております。 

次に、第４条に規定しております別表第２につきましては、部屋ごとの利用時間

を定めております。スポーツサイエンスルーム及びリカバリールームの利用時間は、

午前８時から午後５時まで、食堂風呂を含む宿泊施設については、午前８時から翌

午前１０時までとしております。 

第９条、第１７条関係での利用料につきましては、別表３に規定しております。 

スポーツサイエンスルームにつきましては、村内の方及び村内宿泊者は１回につ

き２,０００円、村外の方につきましては１回につき３,０００円としております。

リカバリールームにつきましては、村内の方及び村内宿泊者は１回につき１,００

０円、村外の方につきましては１回につき１,５００円としております。最後に、

宿泊施設については、１泊３食１万円としております。 

以上で説明を終わります。慎重審議よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） ６番、荒嶽です。 

   ９条の２項と１０条についてお伺いします。 

   ９条の２項において、使用料に関してですが、村長が特別の事情があると認める

ときは、この限りではない。また、１０条においては、特別の理由があると認めた

場合、使用料を減額し、または免除することができる。こういうのを、この特別の

事情とか、特別な理由っていうのはどういうことが考えられますか。 

○議長（那須良策君） 那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 現在のところですね、これといった回答は

できないんですけれども、例えば、熊本保健科学大学が研究として住民対象とした

データを取る、そういった場合だったり、ほかの大学の研究機関と共同として何か

を行う場合のときは、減免をしないといけないのかなというところで掲載しており

ます。 

○議長（那須良策君） ６番、荒嶽晋君。 

○６番（荒嶽 晋君） はい、具体的な事例はまだ想定してないということですが、や

はりある程度ちゃんとした文書として規約じゃないですけど、それを制限をですね、

決めといたほうが誤解を生まないかなと思いますので、研究機関、例えば、利益を

生まないような研究機関とかですね、当然そういうところに利用してもらって水上

村のこういう施設を公に広げていただくのも別の意味では広報活動としての役目を

果たすということで利用いただきたいという考えもあります。そこでお金が絡んだ
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りするのをちょっと防ぐために、やはりある程度のことは文書にしておいたほうが

いいのではないかと思いますので、これから先ですね、始まるまでには皆さんと話

し合っていただいて、そういうところを練り上げていっていただければと思います。 

   以上です。 

○議長（那須良策君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３３号 水上村スポー

ツサイエンス施設条例の制定については、原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第９ 議案第３４号 工事請負変更契約の締結について（旧湯山小学校改築工事） 

○議長（那須良策君） 日程第９ 議案第３４号 工事請負変更契約の締結について

（旧湯山小学校改築工事）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。那須地方創生推進課長補佐。 

○地方創生推進課課長補佐（那須裕平君） 続きまして、議案書７ページ目をお願いい

たします。 

議案第３４号 工事請負変更契約の締結につきまして御説明申し上げます。 

旧湯山小学校改築工事契約につきまして、下記のとおり変更するにあたり議会の

議決を求めるものでございます。 

提案理由としましては、請負金額を変更するにつき、地方自治法第９６条第１項

第５号の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

令和７年７月２日の臨時議会におきまして、当初請負契約の議決いただき、今回、

第１回変更契約を締結をお願いするものでございます。変更前請負金額が５億５６

７万円、変更後請負金額が６億４７６万１,７６１円となり、９,９０９万１,７６

１円の増額変更をお願いするものでございます。今回、第１回目の変更契約の議決
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をお願いします建築工事は、株式会社速永工務店が受注施工している工事でござい

ます。 

本工事の工事内容につきましては、旧湯山小学校校舎をスポーツサイエンス事業、

食育事業、健康睡眠事業の拠点として整備改修するものでございます。 

今回の変更につきましては、学校施設から簡易宿泊所への用途変更に伴い、建築

基準法の改定により、既存のままだけでは排煙機能を満足することができず、排煙

窓の追加が必要となったことによる変更や機械や機械を稼働するための供給先の電

力不足による増設、データ解析を行う赤外線カメラ等のケーブルを通す床の棚上げ、

中庭に車両スロープを設置する変更、現行基準の変圧器の製造中止に伴う高圧充電

設備変圧器の増設、バルクタンクの屋外新設等の変更につきまして、今回増額変更

するものでございます。 

以上で説明を終わります。慎重審議よろしくお願いいたします。 

○議長（那須良策君） 説明を終わります。 

質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 質疑なしと認めます。質疑を終結します。 

討論を行います。討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 討論なしと認めます。討論を終結します。 

本件を採決することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本件を可決することに賛成の方、挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○議長（那須良策君） 全員賛成でございます。よって、議案第３４号 工事請負変更

契約の締結について（旧湯山小学校改築工事）は、原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１０ 議員派遣の件について 

○議長（那須良策君） 日程第１０ 議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りします。議員派遣については、会議規則第１２９条の規定により、配付資

料⑬のとおり、決定したいと思いますが、異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 
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   議員派遣については、配付のとおり決定いたしました。 

   もう一つお諮りします。議員派遣の中止または派遣内容の一部に変更が生じた場

合の措置は、議長に一任し、議会の議決事項として行うことにしたいと思いますが、

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

   議員派遣の中止または派遣内容の一部に変更が生じたときの措置は、議長に一任

し、議会の議決事項として行うことに決定いたしました。 

－－－－－○－－－－－ 

日程第１１ 継続審査申出書について 

○議長（那須良策君） 日程第１１ 継続審査申出書についてを議題といたします。 

配付資料⑭のとおり、各委員会から閉会中の継続調査申出書が提出されておりま

す。 

お諮りします。申し出のとおり、継続調査としたいと思いますが、異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

各委員会から提出されておりました閉会中の継続調査申出については、申し出の

とおり、継続調査することに決定いたしました。 

各委員会におかれましては、閉会中といえども調査いただきますよう、お願いい

たします。 

お諮りします。水上村議会委員会条例に基づく各常任委員会の所管事項について

審議事件が生じたときは、各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

各常任委員会におかれましては、審議事件が生じたときは、閉会中といえども審

議をお願いいたします。 

お諮りします。本定例会に付託された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○議長（那須良策君） 異議なしと認めます。 

本定例会は、本日で閉会することに決定しました。 
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令和８年第１回水上村議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－○－－－－－ 

閉会 午後２時０２分 
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